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     本日の会議に付した事件

  日程第１から日程第１４まで
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     午前１０時００分  開議

○議長（星 喜美男君） おはようございます。

  定例会４日目となりました。本日もよろしくお願いいたします。

  ただいまの出席議員数は16人であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

  なお、傍聴の申し出があり、これを許可しております。

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

                                           

     日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（星 喜美男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において11番菅原辰雄君、12番西

條栄福君を指名いたします。よろしくお願いいたします。

                                           

     日程第２ 諸般の報告

○議長（星 喜美男君） 日程第２、諸般の報告を行います。

  本定例会に、お手元に配付しておりますとおり、町長提出議案１件と請願１件が追加して提

案され、これを受理しております。

  以上で諸般の報告を終わります。

                                           

     日程第３ 議案第１５０号 南三陸町と宮城県との間の災害等廃棄物処理の事務の委

託の廃止に関する協議について

○議長（星 喜美男君） 日程第３、議案第150号南三陸町と宮城県との間の災害等廃棄物処理

の事務の委託の廃止に関する協議についてを議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。

  ただいま上程されました議案第150号南三陸町と宮城県との間の災害等廃棄物処理の事務の

委託の廃止に関する協議についてご説明申し上げます。
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  本案は、南三陸町と宮城県との間の災害等廃棄物処理の事務の委託について平成27年３月31

日限り廃止したいため、宮城県に協議することについて議会の議決を求めるものであります。

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。環境対策課長。

○環境対策課長（小山雅彦君） それでは、議案第150号の細部説明をさせていただきます。

  皆様ご案内のとおり、さきの東日本大震災により発生いたしました巨大津波により東北太平

洋沿岸地域は壊滅的な打撃を受けまして、当町におきましても役場庁舎が流出するなど行政

機能が喪失するとともに、町が年間に排出する廃棄物の100年以上分もの膨大な量の災害廃棄

物が発生いたしましたことから、本来であれば災害廃棄物は一般廃棄物として市町村みずか

らが行うべき処理ではございますが、このような未曾有の状態にあったことなどから地方自

治法第252条の14第１項の規定に基づきまして宮城県と協議を行い、平成23年５月11日に災害

等廃棄物の処理に関する規約を定め事務の委託を行うことといたしました。

  規約につきましては、さきにお渡ししております別添の議案関係参考資料をごらんいただき

たいと存じます。

  宮城県に委託した災害等廃棄物処理業務につきましては、平成24年度から本格的に開始され

まして、平成26年３月までに終了したところでございます。この間、戸倉、在郷地区に設置

された２次仮置き場となります中間処理施設に運ばれ処理されました災害廃棄物は、いわゆ

る瓦れきにつきましては約49万トン、津波堆積物が約17万トンで合計約66万トンが処理され

ておりまして、事業費につきましては277億ほどとなってございます。

  県では、当町以外にも県内の沿岸部12市町からも同様の委託を受けておりまして、合計この

全13市町の瓦れき処理につきましては平成26年３月までに全て終了してございます。しかし

ながら、一部の市町におきましては処理施設の設置の際に使用いたしました土地について汚

染の状況の確認、それから現状復旧作業、そういったものが遅延するなどし今年度までに繰

り越されている状況があったことと、また当該事業が予定どおりに終了しました市町におき

ましても何らかの形で再処理の必要性が生じる可能性などを勘案いたしまして、これまで受

委託というものを継続しておりました。

  今般、県では関係関連業務が全て終了いたしましたことから、沿岸部13市町と統一した形で

平成27年３月31日までにこの受委託を廃止したいということもありまして、今般地方自治法

第252条の２の２第３項の規定に基づきまして当該事務の受委託の廃止について協議を行うた
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め、議会の議決を求めるものでございます。

  以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） おはようございます。小野寺です。

  そうしますと、いわゆる大震災による瓦れきの処理は一応終わったということなんですか。

見た目にそのいろんなまだ瓦れきあるいはその被害の跡が残っているようなんですけれども、

その処理は今後どうなるのでしょうか。

  それから、ここの第３条の２項に、この事務の管理及び執行によって生じる収益は宮城県の

収入となるとなっておりまして、その後に経費は南三陸町で負担するというようなことにな

っていますが、この事業によって生じた収入の処理はどのようになっているでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 環境対策課長。

○環境対策課長（小山雅彦君） １点目、今議員おっしゃったとおりこの事業は全て終了してお

りますので、今後残っているものにつきましてはこれまでの既存のさまざまな補助事業内で

処理していくということになります。

  それから２点目のこの規約にあります、この事務によって生じる収益は宮城県の収入とする

というふうになってございます。実際はですね、処理する中でＪＶなどで有価物とかそうい

ったものが生じますので、そういった収益については県とＪＶが結んだその契約の中で、契

約金で相殺するような形で処理するという形になります。

  それから瓦れき処理以外にも、例えば自動車の処理とかそういったもので得た利益というも

のもありますけれども、それは県から寄附という形で町のほうにお金が入ってきてございま

す。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） いわゆる収入に関しては業者の間で調整するということですね。それ

で今残っている分の補助事業っておっしゃいましたけれども、この中身はどんなようなもの

でしょうか。

○議長（星 喜美男君） 環境対策課長。

○環境対策課長（小山雅彦君） 補助事業といいますか、これは特例の国からの補助金を得たも

のでありますけれども、通常の町で処理するような事業でやっていくということでございま

す。
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○議長（星 喜美男君） よろしいですか。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 今回この150号でありますが、宮城県との協議についてこれは平成23年

の５月に施行するということの議案でありました。それで課長からこの確認といいますか、

お伺いをするんですが、防災庁舎なんですがあの防災庁舎はこの議案からは外れているのか

どうか。議案と中身ですね、廃棄物の処理についての中身があの防災庁舎は含まれているの

かどうかということであります。

それから、宮城県が有識者会議などをつくりましていろいろこの各市町村の震災遺構につい

て協議をしておったと。新聞テレビ等でいろいろ報道されていますように、我が町の防災庁

舎は保存すべきであるというような内容の報道がなされました。最終決定はいつになるのか、

ことし中という形には理解しておりますが、その有識者会議の最終決定を宮城県知事に提言

といいますか、意見といいますか、そういった形で申し入れるという順番になるのかなとい

う思いがいたしておりますし、またそれに基づいて宮城県知事も町のほうに協議を申し入れ

るというような報道がなされておりました。そういった中で、町長の考えをお聞きするんで

すが、従来より町長は防災庁舎はとにかく解体するんだという考えであるということを再三

にわたって私どもにも説明しておりますし、また多くの町民の方々、全国民の方々に発信を

いたしております。町長、何度聞かれても私は解体の考えはないよという答弁になるかと思

いますけれども、きょうは遺族の方々の傍聴が来ていますので、改めてその今の町長考えで

すね、お聞かせいただければというふうに思います。

○議長（星 喜美男君） 環境対策課長。

○環境対策課長（小山雅彦君） まず１点目のところですけれども、防災庁舎は当初解体すると

いう案件に入ってございましたけれども、県のほうから有識者会議を開くということで、そ

の有識者会議の中で震災遺構として検討すべき施設の１つとして挙がってきたということで、

一旦そのままですと解体することになってしまうのですが、有識者会議での最終的な決定と

いうのは27年の３月までに出すということになっておりましたので、そこまでは解体せずに

残しておいてほしいという申し入れがありましたので、そのことについては一応リストから

外すということで了承してございます。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、有識者会議の方向性については、議員が今お話しましたように我々

も新聞あるいはテレビ報道の情報しかございません。これは実はうちの町だけではなくて、

今回の15の市と町が俯瞰的にやるということですが、15の市と町にもこういった情報一切入
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ってございませんで、同じように我々にもその情報は入っておりませんので、繰り返します

が新聞報道以外について我々としてはどういう方向になるのかということについてはまだ理

解できないというのが現実でございます。後段の部分にお話させていただきますが、基本的

に今回解体、今回というか昨年ですね、解体のお話をさせていただいたときに篤と議員もご

承知のように、とにかくこれだけの財政負担を将来まで持っていくということについては、

こういう小さい町では到底持ちきれない、そういう最終的な判断のもとに解体というご判断

をさせていただきましたので、現状として何ら変わりがない状況でございますのでそういう

方向は変わりないということでございます。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。

○14番（三浦清人君） ちょっと今のお話ですと、財政負担が強いられるようなことになると大

変なので解体というような考えだと。そうしますと、その理由、解体の理由が要するに財政

負担がなければその考えも変わるという解釈にとっていいのかということなんですけれども。

その辺なんです。私どもは、理由はいろいろな話は聞きましたけれども、とにかく解体とい

うことにはまずするんだと、解体するんだという認識でおりましたのでね。それで今の話を

聞きますと、財政負担が強いられるから残すことは難しいんだという解釈にとられる、解釈

しますとね。その問題が解決すれば、財政負担がなければ残すと、保存するということも考

えられるというようなニュアンスの今発言にとられたんですけれども。その辺の確認ですが、

いかがですか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 昨年の記者会見の内容等ごらんいただければわかるんですが、基本的に

今回の防災対策庁舎につきましては非常にデリケートな建物でございます。今傍聴にお入り

いただいている方々もいらっしゃいます。基本的には遺族の方々でも前からもお話していま

すが、解体を望む遺族の方々、それから保存を望む遺族の方々、いらっしゃるというのはこ

れは三浦議員も篤とご承知だと思います。最終的に私、去年の記者会見でお話させていただ

いたのは、２つの理由を挙げさせていただきました。第１点は、今言ったように財政の問題。

これは到底小さい町では賄い切れない。それから第２点の問題は、かさ上げ工事が発生する

という、そういった意味においては復興工事、これの妨げになる。この２点を解体の決断を

したということで、お話をさせていただいたのはこれは三浦議員も篤とご承知だと思います

ので、その辺はひとつご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。
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○14番（三浦清人君） これ12月の３日ですかね、この有識者会議のほうに遺族会の方々が意見

書といいますか、声明書ですね、これをお持ちになって宮城県震災遺構有識者会議、座長で

あります平川教授ですかね、この方に持っていったと。それでその座長さん、突然行かれま

したので、いなかったということで対応された方が宮城県震災復興企画部地域復興支援課の

課長さんが対応に当たったと。コンノ課長さんですけれどもね。それでいろいろとお話をし

まして、その課長さんはやはり最終決定は町の町長ですというお話をされてきたということ

なんですね。いろいろと有識者会議等々でいろんな意見が出て、それを知事のほうに提言と

いう形で最終取りまとめをしても、やはり最終決定は町長であるというお話をされて帰って

きたということでありました。

  私もこれまで、特に最近では９月の定例会の中でこの件に関して再三質問してまいりました。

そのときにも町長は解体という考えには変わりはないというお話でしたし、またさらにお話

を質問したところ、その解体の気持ちに、あるいは解体の考えを堅持するという答弁をいた

だきましたので、いろんな諸事情があります、それはいろんな思いの方があるということも

承知をした上での質問でありました。しかし、町長はその時も解体の気持ちは変わらないと、

堅持するんだというお話を賜りましたものですから、これはやはり有識者会議が何であろう

が町長は解体するんだという気持ちには変わりないから、私としましても近いうちには解体

するんだろうという思いで今日までいたわけであります。それで町長もこれまでいろんなと

ころで講演、これからもまた講演もあるでしょう、全国ずっと講演依頼されて歩いておるよ

うでありますが、その講演の中でも町長として一番大事なことはぶれないことであるという

お話をしておりました。ぶれないことが町長として大事なことであるというお話をしていて、

今後どうなるのか考えが変わってくると、全くそのぶれるといいますか、講演した方々に全

くその意志とは反するようなことをするということになると、南三陸町民ばかりでなく全国

の方々にうそをつくような形になるんではないかなというような思いが今いたしております

ので、ぜひそのいろんな今町長が話されたような財政負担さえなければ考えも変わるという

ようなニュアンスの発言に今捉えましたので、そこはないようにやはり解体するということ

になれば、やっぱりぶれないで解体するということをお話していただければなという今思い

で質問に立たせていただいているんですが、その辺のところをもう一度確認したいと思いま

す。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） これ今後ですね、有識者会議を含め、宮城県を含めてどういうことにな
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るのかということについては全くこの時点ではわかりませんので、今この場所で仮定の話に、

いわゆる課題どういうことがあるのかと含めて、なかなか私今ここで明言できるというわけ

にはまいりませんので、そこはひとつご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（星 喜美男君） ほかに。15番山内孝樹君。

○15番（山内孝樹君） この防災庁舎の件でありますが、ただいま前者質問したとおりでありま

して、町長の意というものは変わらないものであると私も受けとめておる一人であります。

この件については、今さら言うまでもなくこの特別委員会のほうに付託をし、喧々諤々いろ

んな議論の中で採択すべきものという結果が出ました。かつまた、本会議におきましても結

論も異議なしという、この不動の結論が出たわけであります。町長自身に再三この件につい

て私も質問をした一人でありますが、ここにきてまたこの有識者会議の中での結論は、また

重複しますが残すべきであると、遺構として残すべきである。しかしながら、町長としての

気持ちは私も今まで、これまで解体をすべきであると意は変わらないと今申し上げましたよ

うに不動の結論であると私は今もまたその思いで受けとめておるものであります。

  そこでですね、私以前にも一般質問の中でこの遺構についてお伺いをした経緯がございます。

これはまた議事録にも残っておりますし、町長もこの私が質問をした意というものを確かに

受けとめたお言葉であるとこのように思っておるところであります。その際に、私がこの質

問の中で伺ったのは、ちょうど一般質問をするこの議会に来る前の朝、テレビニュースで新

聞にも報道でもございましたように、このミュージアムという、震災遺構を残す計画が公表

されました。その時点におきましては、気仙沼の物議を醸した共徳丸、最終的にはこれは解

体をするということで船主の意が通りましてなくなったと。そのニュースの中では、新聞報

道でもそうですが、ミュージアムにはこの共徳丸と防災庁舎、ほか遺構として例えて何点か

挙げられました。それで本日のこの廃棄物に当たって、この防災庁舎の件について前者も確

認をし、ただしたわけでありますが、そういうものが2020年と言いましたね、私の記憶では

ミュージアム計画、計画です。記憶が正しいかと思いますが、県のほうで打ち出した計画の

年次とあわせて、今回この保存すべきであるという遺構がそういう計画の中に入っておるが

ために有識者会議の中でも残すべきであるという結論に達したのか、そういう疑問な点がご

ざいます。町としては解体、そのために明言はできないのではないかという私の受けとめ方

なんですが、いかがなものでしょうか。解体の意は変わらざると言いながら、ここにきて明

確には言えないという、今お答えいただきましたがいかがなものでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。
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○町長（佐藤 仁君） 今、議員お話のミュージアム構想というのは、私ちょっと理解していな

いですが、それと有識者会議というのはこれは別問題ではないのかなというふうに思います。

ミュージアム構想というのはどういう意味で20年というお話になっているのかというのは、

ちょっと私のほうでは理解できかねております。

○議長（星 喜美男君） 山内孝樹君。

○15番（山内孝樹君） いやいや、そういうものが先に計画を立ててあったからこそ、私言葉足

らずかもしれないが、そういう計画が先にあったがためにこういう結論に達したのかという

解釈を私はしておると。ここにきて、もう一度言いますが、町長が明確に解体をするという

意を表したわけでありますね。ここで、ぶれないということは前者も話されましたが、それ

があるがために明確にはできないという方向に変えたのかと。私はそのように今受けとめま

して、お伺いをしたわけであります。改めて言いますが、町長の意は変わらないものと、も

う一度言いますが結論は不動のものであると私はそのように受けとめております。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ミュージアム構想とこの今回ご議論を、例えば県のほうでご議論をして

いるというのは多分別枠のものではないのかなと私は思っているんです。そのミュージアム

構想なるものがどういう内容をご提示をしているのかということについては、なかなか私も

理解できかねますので、ひとつその辺はご理解いただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 山内孝樹君。

○15番（山内孝樹君） ミュージアム構想といいますのは、今言ったとおりでありまして、私が

一般質問をした際には目を通していると、新聞等でも、私はそれを記憶にしております。中

身はどのくらい把握をしているかはわかりませんが、そういうものが先にあるがためにその

解体を凍結というんですか、県のほうで待ったをかけたのではないかという、私はそういう

解釈をしております。それで、これまで私だけではなく前者もそうですが、その経緯という

もの報告があったかと。この南三陸町のみばかりではなく、ほかにもその経緯等の報告はな

いという町長のお話でしたが、県としては、先行しますけれども県としてはそういう構想が

あるがために遺構としてストップをかけたのではないかと私は思っております。それで、こ

こにきて何度も言いますが、この遺構として残すべきであるという結論に達したといいます

けれども、これはまたこれから県への提言となるわけでありますが、最終的には町の判断で

あると、町の判断では財政がどうのこうの言う前に、それも含まれているという答弁ですが、

最終的には解体をするという意をそこでまた県のほうから協議の場を設けられた場合でも変
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わることはないのではないかと、あるはずもないと私は受けとめておるものであります。こ

の点について、もう一度お伺いをしたい。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、副町長に確認しましたけれど、ミュージアム構想と今回の有識者会

議、これは全く別物だということでございますので、ひとつその辺はご理解いただきたいと

いうふうに思います。

  それから、三浦議員に答弁したのと同じでございます。先ほど来、お話しておりますように

今回の問題につきましては、基本的に昨年９月にお話させていただいた解体せざるを得ない

という苦渋の選択というお話をさせていただきましたが、基本的には私がお話させていただ

いたのは、まず１点は財政の問題、それから復興工事の妨げになると、この２点を挙げさせ

ていただいて解体ということにさせていただきましたので、これ何回も繰り返して大変恐縮

でございますが、そういう内容で私は記者会見をさせていただいたということでございます。

○議長（星 喜美男君） ほかに。１番後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） おはようございます。

  事務処理の廃止の手続きをこれから県と協議したいんだけれどもという議案であると理解し

ておりますが、だから今防災庁舎に関しての議論になっておりますので、本件から著しくか

い離する場合には議長にとめていただきたいと思いますけれども。少し確認させていただき

たいというふうに思います。

  まず、町として防災庁舎は解体するという決断を下したと、これは皆さんご存じのとおりで

す。それで、県が有識者会議を立ち上げて防災庁舎に限らず県内のいろいろな遺構について、

地元のその感情論がどうしても入ってしまう場所ではなくて、少し俯瞰した立場からそれぞ

れの遺構についての評価をするという目的で有識者会議は立ちあがったというふうに記憶し

ています。

  それで、実際にその有識者会議というのは今まで６回、主に仙台市で開かれているんですけ

れども、私本町の町議会と日程がかぶったとき以外全て傍聴させていただいております。大

切というか、町長の姿勢としてぜひ確認しておかなければいけないことというのは、その有

識者会議、町の外の意見ですね。それと、町内の意見、これはどちらを優先するのかという

ことはこれお聞きしておかなければいけないのかなというふうに思います。ただそこで、防

災庁舎というのは大変町内外を問わず有名になっているというのはこれは事実だろうと思い

ます。動画の再生回数であるとか、ニュースの映像であるとか、いろいろな国際会議の震災
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をあらわす例えばその写真の展示であるとかいった場合にも防災庁舎の映像がどうしても出

てきてしまうと。これは我々がやめてくれと言ってもなかなか通じるものではないと思いま

す。そういう状況にある中で、外からの意見がたくさん挙がってきているということはこれ

１つの事実ですが。その意見と町内の意見、どちらをまず優先するのかということをお伺い

しておきたいと思いますがいかがですか。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） お断りをさせていただきますが、有識者会議の意見というのは町のほう

にくる意見でございませんので、基本的にその有識者会議の意見というのは県のほうに行く

意見でございますので、それと比べるというかそういうどちらがという話にはならないとい

うふうに思います。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） であれば、町に例えば外から正式に申し出があった場合にはそこで検

討しますが、今はその段階にはないという認識なのかなと。わかりました。

  その最初に外と内側とどっちなんですかとお伺いしたのは、じゃあその内側、町内の議論と

いうものが十分に行われているのかどうかということもこれ１つ確認させていただきたいな

と思って今質問させていただいています。今までその町長が決断を下すまでのその議論であ

るとか、そこに至るまでにいろんな意見を町長自身もお聞きになった、議会にも提出された、

それを十分に議論をした。それは十分に重きを置いて我々も感じなければいけない部分だろ

うと思いますけれども、ただ状況が変わってきているのであれば、それに対応してまた新た

な議論が起こるということはこれ自然な流れなんだろうと思います。それで、一旦決まった

からということを余りことさらに強調しすぎるのも、公平な議論をすべきこの議会において

はいかがなものかなというのは個人的に思っております。ただ、この議論は先ほど町長おっ

しゃいましたように非常にデリケートな問題で、ご遺族の方もいらっしゃいます。きょうも

傍聴にたくさんの方がいらっしゃっています。その町民の皆さんが自由に、自由にといいま

すか、あの防災庁舎をどうするんだということをなかなか声を挙げづらい空気というのは実

はあったのではないかなと推察しておりますけれども、今現状、この町内においてあの防災

庁舎を町として選択するということが大切だと思うんです。その外から県がどうのこうの言

うとか、有識者会議がこういう意見だと、それは参考資料にはなるんでしょうけれども、た

だ町の中の町民の意見としてあれを本当にどうしたらいいんだということをちゃんと選択し

なければいけないと思います。その議論が十分なのかどうか、町長はどのようにお考えなの
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か伺ってみたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 前段としてお話させていただきますが、基本的にはこの防災対策庁舎の

問題につきましては、いわゆる２通りの要望書が出たのは、後藤議員はまだ議員でなかった

のであれなんですが、２通りの要望書がまいりました。１点は解体、１点は保存、１点は時

間を置いて議論をすべきだと、３通りの意見が出てまいりました。しかしながら、先ほど言

いましたように大変デリケートな問題でございましたので、町内の方々が十二分に議論をし

たかということになりますと、なかなかそこまで立ち至らなかったのではないのかなと、そ

ういう思いは私は持ってございます。しかしながら、そういった状況でございますので、そ

ういった３通りのお考えがあるということで、そこで最終的に廃棄物の処理の期限も迫って

いるということもございましたので、最終的には先ほど来お話していますが、基本的には財

政の問題、それから復興事業の問題、こういった問題であの庁舎がどういうふうに影響を及

ぼすのかということを含めまして、最終的に私が解体ということの判断を下させていただい

たということでございます。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） その３通りの陳情が出た議会には、私は当然まだ議員ではありません

でしたので、ただ議事録というのは残っていますので拝読させていただいて、どういう経緯

でそのお話があって、特別委員会のほうでどういった割合といいますか、賛成の数がどうで、

反対の方の数、議員の数がどうでというのも資料として残っておりますので拝見しています。

やはり非常にデリケートかつその微妙な、非常に僅差の問題だったのではないかなというふ

うにその資料からは私は見受けられました。それで、きょうそのあれをどうするのかという

ことについて結論が出るはずもありませんし、出すべきでもないと思います。一議員として

申し上げておきたいのは、ちゃんと町民があれを選択するのが一番大切なのではないかとい

うことをぜひ申し上げておきたい。保存にしろ、解体にしろ、両方の意見が町内にあるのは

現実だと思います。例えば、保存すべきだと言えば、いや解体すべきだという方もいる。い

やあれは解体と決めましょうと言ったら、いやあれば保存するべきじゃないか。必ず反対の

意見が出る。反対の意見が出る中で、誰か一人の責任に押しつけて、あの人が判断したんだ

というふうに町民の知らないところでその結論が変わってしまうということだけは、ぜひ避

けていただきたいというふうに思うんです。それを議論する場が、果たしてこの場なのかど

うかということも含めて慎重に意見を、なるべく多くの意見を吸い上げてあれの結論を出す
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べきだろうと思いますので、先ほどそのぶれないという姿勢について前者質問されておられ

ましたけれども、町民の意見をしっかり聞いて判断するんだというその姿勢はぶれないでい

ただきたいというふうに思っております。ここでこうやって話しているだけで、大変胃が痛

くなるお話なので、これに真っ向から向き合っていくというのは非常につらいし大変だろう

と思いますけれども、私は一議員ですので議員として責任ある立場で自分の考えをしっかり

申し述べるということは、人にぶれるなと言っているのでありますから自分もぶれずにこの

問題に関しては取り組んでいきたいなというふうに思っております。その町民不在のところ

で結論が180度変わるということだけは絶対にあってはならないと思いますので、そこを町長

どのようにお考えなのかお伺いしておきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 繰り返しの議論になりますが、先ほどお話しましたように、町として先

ほどの２点の理由のもとで解体という結論を出させていただきました。そこの中でさまざま

ないろんな叱責もいただきました。いわゆる保存をすべきだという町民の方々もいらっしゃ

いますので、解体という発表をさせていただいた際に保存すべきという方々からも大分私も

言われました。そういったことを含めて、ある意味私の考え方さまざまな見方があるなとい

うことを改めて感じてございますが、しかしながら現時点として何らこれまでの状況と変わ

っていないということを考えれば、今の町の姿勢をすれば、町として解体ということが一報

を出したわけでございますので、そこはひとつご理解をいただきたいというふうに思います。

○議長（星 喜美男君） ほかに。（「なし」の声あり）

ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。６番今野雄紀君。

○11番（菅原辰雄君） 今、議長が宣言したんだから、それを簡単にあれするのはいかがかと思

います。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。

○14番（三浦清人君） それで発したと、それで今手を挙げたと、それで今指名をしたというこ

とですから。続けてください。

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君、ただもっと早く手を挙げるようにしてください。６番今

野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） 以後気をつけたいと思います。

  震災から３年以上たち、さまざまな被害を受け心の傷は時間がたっても決して消えるもので

はないと思います。しかし、私自身も家族を失った一人として毎日眺める海の波のごとく、
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小さな波、大きな波、フラッシュバックがあります。そこで決して癒されるものではない心

の傷、しかし時間とともに和らいでいくのも事実です。

  そこで、私も防災庁舎について伺いたいのですが、その防災庁舎の存在、壊してほしいとい

う方たち、そして残してほしいという方たち、こういう大きな問題は私自身時がたったその

当時議員でもなかったものですから、乱暴にとられるかもしれませんけれど、１つこういっ

たやつは存続等を確認する意味で、時間もないところ何らかの形で、住民投票のような形で

ある程度民意のようなものを確認することも１つの方法かと思われるのですが、この件に対

して当局の考えを伺いたいと思います。

  あともう１つは、町の震災遺構を検討する委員会がたしか存在していたはずですが、その取

り組みの進捗状況というか、どのようになっているのか関連で伺いたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 住民投票というそういうご意見をいただいたことも実はございますが、

しかしながら町として住民投票をするという考えはないということを明確にお話をさせてい

ただいております。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） 庁舎内の遺構に関するプロジェクトチームの検討の状況というお尋

ねだと思います。約１年間時間をかけまして絞り込み作業をほぼめどがつきつつあるという。

110点ぐらいの場所候補遺物に絞り込みをかけまして、１点ごとのいろいろなそのカルテを今

つくって、逐次町長に中間報告ということでさせていただいております。先日の新聞にも載

ってありましたけれども、７点ぐらいに今絞り込みをかけておりますが、ＪＲの施設関係に

少し比率が多くなっているということで、そもそも所有者が民間のＪＲさんのものというよ

うなこともありまして、そこはもう少し慎重に検討をしたらどうかというようなことで、な

お引き続き作業を進めているという状況です。

○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） 住民投票に関しては、その当時だったんでしょうけれど今現時点でのそ

ういった状況というか、できるという意味じゃなくて、考え等は確認、何て言ったらいいん

でしょうね、現時点でこうするような考えはないのかどうか伺いたいと思います。

  あと、町の検討委員会のほうのあれで７点ぐらい絞ったということですが、最後その７点の

中に防災庁舎は入っているのか入っていないのかだけ確認させていただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。
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○町長（佐藤 仁君） 住民投票については、現時点としてもそういう考えはないということで

す。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） プロジェクトを始める前に、防災庁舎はその議論の対象から外すこ

とということにしてありますので、その中には入っておりません。

○議長（星 喜美男君） ほかにございませんか。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第150号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第４ 議案第１５１号 平成２６年度南三陸町一般会計補正予算（第７号）

○議長（星 喜美男君） 日程第４、議案第151号平成26年度南三陸町一般会計補正予算を議題

といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第151号平成26年度南三陸町一般会計補正

予算の概要についてご説明申し上げます。

  今補正につきましては、東日本大震災復興交付金事業の第10回分として決定いただいた各事

業等について、早期に事業推進を図るべく所要額を計上したほか、条例改正に伴う人件費の

調整、また第１次整理予算として、現時点で整理調整が可能な予算について所要の措置を講

じたものであります。

  細部につきましては、財政担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。総務課長。
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○総務課長（三浦清隆君） それでは、一般会計補正予算の細部説明をさせていただきます。

  まず、２ページの議案書を改めてごらんいただきたいと思います。

  今回予算の総額に130億ほど追加する大きな補正予算でございますけれども、町長提案理由

でも申し上げましたが、後ほど歳出でご説明しますけれども。

  では、復興交付金の第10次の配分が約80億。それと漁港の災害復旧で50億という形で今回財

源がついてございますので、合わせて130億になろうかと思いますが。多くのこの事業につい

ては、この時期の補正予算ということもありまして、いずれ来年の３月の補正予算でほぼ全額

繰越明許の措置をしなければいけないんだろうというふうに思ってございますので、あらかじ

めご了解をいただきたいなというふうに思います。

  なお、総額で600億を超す予算となってございますので、これはいわゆる通常分と震災復興

分に分類いたしますと、通常分が72億9,000万、全体の12.1％。震災復興分が531億2,000万、

87.9％という形になります。また、予算総額の前年度との同時期と比較いたしますと、マイナ

スの23.7％、額にして188億ほど少ない一応予算にはなってございます。また、全体の予算に

占めるいわゆる投資的経費、普通建設事業とか災害復旧事業費の占める割合でございますけれ

ども、全体予算の58％が投資的経費になります。約350億、この予算がハード部分の事業費と

いう形になります。

  次に、６ページをごらんください。

  第２表の債務負担行為の補正でございます。

  今回追加といたしまして、まず災害公営住宅建設事業。限度額で125億3,600万という計上で

ございますけれども。今回第10次復興交付金の申請額をもとに新たに追加させていただきまし

た。この公営住宅は２つの地区でございます。まず、志津川の東地区に265戸、志津川の西地

区に82戸、これを整備するために債務負担行為として設定させていただきました。

  次に、漁業集落防災機能強化事業の調査等委託業務です。

  これも第10次の復興交付金に係るものでございます。７つの地区、泊浜、稲渕、館浜、伊里

前、在郷、波伝谷、長清水、これらの地区に係る用地測量等の業務でございます。全体事業費

が9,400万ですけれども、その６割を計上させていただいてございます。

  次に、がけ地近接等住宅移転事業補助金。

  これは、補助金の事業でございまして、年度年度事業完了が民間の皆さん難しいこともござ

いまして、例えば土地とか建物の移転登記の手続きの遅れ等が、当然年度末まで全て完了する

わけではないということもございまして、債務負担行為として追加させていただいております。
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27年度の完成予定見込みが14件、26年の11月から27年の３月の申請見込みが25件見込んでござ

います。

  次に、防災集団移転促進事業の移転費の助成補助金でございます。

  これも同様の理由でございます。建物完成時期の遅れが見込まれるということで、追加債務

負担として設定させていただいてございます。おおむね完成予定が防集で11団地127戸分、あ

と完成済みで６団地ございますので、その分の26戸分を合計いたしまして債務負担額として設

定してございます。

  震災復興祈念公園整備事業の設計に係る債務負担でございます。

  これは都市公園、いわゆる築山及びメモリアルゾーンに係る実施設計、測量設計に係る分と

して追加してございます。

  次に、変更部分でございます。

  卸売市場の部分の監理業務と建設工事、増額してございます。実施設計終了に伴いまして、

工事費の増額が見込まれることによりまして限度額を追加させていただきました。

  ７ページをごらんください。

  第３表として、地方債の補正でございます。

  まず追加で、農林水産業施設災害復旧事業で1,370万でございますが、これは台風19号の災

害による農道・林道の補助災害復旧事業に係る起債でございます。農道は２路線、南の沢線と

宮方線でございます。林道が３路線、羽ヶ崎線、津の宮線、梨の木線、以上３路線に係る地方

債でございます。

  変更の部分ございます。

  まず社会福祉施設整備事業として、限度額で700万追加してございます。これは戸倉地区の

子育て支援拠点施設建設工事、それの設計管理委託料分を全体事業費と合算して不足分を計上

させていただきました。

  次に、学校教育施設整備事業。これは戸倉小学校建設事業に係る追加分でございます。いわ

ゆる外構、プール、その他附属棟の整備がこれから行われる予定でございますので、その事業

費に対応した部分を追加計上させていただきました。

  以上が、議決対象部分でございます。

  次に、事項別明細の説明に移ります11ページをごらんください。

  歳入でございます。

  まず９款地方交付税１目地方交付税で、震災復興特別交付税3,310万減額でございます。こ
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れは復興全体の事業費、今回第１次的な整理予算の意味合いも込めまして減額されている部分

がございますので、復興交付金事業の補助裏分を震災特交で見ているという関係上この金額に

合計して減額させていただいてございます。

  次に、国庫支出金の３目で災害復旧費国庫負担金。農林水産業施設災害復旧費負担金で52億

7,600万ほど追加してございます。冒頭申し上げましたとおり、漁港の災害復旧に係る部分で

ございます。歳出で詳しくご説明申し上げます。下段の公立学校施設災害復旧費負担金という

ことで１億6,900万計上してございます。これは戸倉小学校の外構分、プールとか外構施設に

係る国庫の負担金でございます。補助率３分の２でございます。

  次に、国庫補助金の総務費国庫補助金。総務管理費補助金で東日本大震災復興交付金81億

8,000万計上させてございます。第10次の復興交付金でございます。これら、これまでの復興

交付金の交付総額を申し上げますと、800億8,000万累計で交付決定いただいてございます。そ

の下段の情報推進技術利活用事業費補助金120万ほどでございますけれども、これは馬場・中

山団地の共同受信施設、その補助金でございます。事業費の３分の１を補助金として頂戴いた

します。

  12ページの冒頭になります。

  県支出金の農業費補助金。被災地域農業復興総合支援事業交付金として１億8,000万計上い

たしてございます。事業費の４分の３になりますけれども、復興交付金ですが県予算を経由し

てくるということもございまして、県支出金のほうに計上してございます。その下段で、水産

業費補助金で8,000万減額補正でございます。農山漁村地域整備交付金という説明欄にござい

ますけれども、海岸防潮堤の整備に係る補助金の減額でございます。10漁港予算計上当初いた

してございましたけれども、県との調整によりまして事業費が減額されてございます。歳出で

ご説明申し上げます。

  17款の繰入金。各種基金から特定財源として繰り入れしてございますので、繰り入れ後の現

在高の見込み額について申し上げます。まず、地域経済活力創出基金繰入金、見込みで3,200

万でございます。復興交付金基金の繰入金、繰り入れ後現在高見込みで396億でございます。

地域復興基金の繰入金、繰り入れ後の見込みで15億2,300万ほどでございます。減債基金の繰

入金、繰り入れ後の見込みが2,600万でございます。

  次のページごらんください。

  13ページの冒頭、財調から繰り入れしてございます。繰り入れ後の見込みといたしましては、

70億7,000万ほどでございます。
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  以上、歳入でございます。

  次、歳出のほうに移らさせていただきます。

  今回12月の第１次整理予算という意味合いも込めまして編成してございますが、昨日給与条

例等の改正もいただきましたので、給与改定に伴う人件費の調整を各款、各目にわたりまして

行ってございます。共通事項でございます。

  まず、15ページをごらんください。

  13目の地域交通対策費、これ金額少ないんですけれども委託料で７万1,000円計上してござ

います。説明欄がバス待合所等の移転業務となってございますが、３月のダイヤ改正を予定し

てございまして、旧志津川駅にあるプレハブの待合室を撤去する経費でございます。

  次に、18ページをごらんください。

  ４款の衛生費２目の予防費で13節委託料140万計上してございます。健康増進計画策定業務

委託料ということですけれども、これ第２期の健康増進計画に係る調査事業費でございます。

  19ページをごらんください。

  農林水産業費の５目農業農村整備費で15の工事請負費200万計上してございます。町単農道

維持補修工事でございますが、在郷地区の農業用水路の修繕工事を予定してございます。

  その下段の林業費の林道費15節工事請負費の300万でございます。町単林道維持補修工事で

ございますが、林道並石線の修繕工事を予定してございます。

  20ページの水産業費４目漁港建設費15節の工事請負費で１億5,800万円減額補正でございま

す。海岸防潮堤の設置工事で１億6,000万減額でございますが、先ほど歳入でご説明申し上げ

ましたが、10の漁港の事業費を見直しを行ってございます。漁港名は田浦、石浜、稲渕、館浜、

荒砥、平磯、津の宮、藤浜、長清水、寺浜、以上10漁港に係る部分でございます。

  次に、６款商工費２目の商工振興費で19節負担金補助及び交付金で400万円、起業支援補助

金を計上してございます。現在、４件の起業支援の実績ございますけれども、今後２回目の募

集を予定してございまして、３件分の補助金を予算計上、見込み計上させていただいてござい

ます。その下段の補償補塡及び賠償金110万8,000円でございますが、中小企業振興資金融資損

失補償金。26年度損失補償金を支給した会社は３社ございます。その部分の計上でございます。

  21ページをごらんください。

  ５目の観光施設管理費で13節委託料190万ほど計上してございますけれども、神割崎キャン

プ場等施設指定管理委託料として、この金額的には150万でございます。入り込み客減に伴う

指定管理料を追加補正するものでございます。
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  次に、22ページ。

  ７款土木費の道路維持費でございます。15工事請負費に900万円、町道修繕工事として計上

してございます。道路区画線の表示の改修、それと横断２号線の擁壁の補修、山谷線の擁壁の

補修、上沢線の道路側溝の修繕、予定してございます。

  次、25ページお開きください。

  10款災害復旧費の民生施設災害復旧費13節委託料に1,450万円計上してございます。戸倉地

区子育て支援拠点施設の設計監理委託料として計上させていただきました。

  次に、26ページの農林水産業施設災害復旧費。まず農業施設災害復旧費で工事請負費で

1,000万円計上してございます。南の沢線と宮方線の災害復旧工事でございます。その下段の、

林道災害復旧工事。これは羽ヶ崎線、津の宮線、梨の木線、これは３路線の復旧工事でござい

ます。３目の漁港施設災害復旧費13節委託料でございます。それぞれ委託料計上してございま

すけれども、おおむねの事業費を申し上げます。漁港施設災害復旧設計業務委託料が120万、

工事積算支援業務委託料が4,600万、これは防潮堤の積算業務に係る委託料でございます、19

漁港予定してございます。土地価格鑑定委託料が510万、登記等業務委託料が50万という形に

なります。その下段の15工事請負費52億7,500万円、町単の漁港施設災害復旧工事は1,000万円

でございます。残り52億6,500万円が東日本大震災漁港施設災害復旧工事ということで、10の

漁港に係る物揚場等の災害復旧工事と14漁港の防潮堤の災害復旧工事を計上してございます。

漁港名を申し上げます。まず、物揚場の災害復旧が、港、田浦、石浜、稲渕、細浦、清水、平

磯、折立、藤浜、長清水でございます。防潮堤の復旧工事が、港、田浦、ばなな、寄木、韮の

浜、細浦、清水、荒砥、平磯、折立、水戸辺、津の宮、滝浜、長清水、以上が防潮堤の災害復

旧工事でございます。一番最下段に19節の負担金補助及び交付金で500万円、船揚場補償工事

負担金として計上してございます。これは、草木沢にある船揚場等の工事ということで、町管

理の漁港ではございませんで気仙沼市管理でございますので、気仙沼市で事業を実施していた

だくという内容で町のほうから負担金として予算計上してございます。

  次、27ページをごらんください。

  災害復旧費。庁舎災害復旧費で13節委託料660万円計上してございます。庁舎建設用地造成

設計の業務委託料ということで、これは支所に係る造成設計費でございます。

  次に、災害復旧費の文教施設災害復旧費で公立学校施設災害復旧費13節委託料と15節計上し

てございます。いずれも戸倉小学校のプールとか外構に係る部分の計上でございます。

  28ページ。
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  12款復興費の復興管理費で積立金で82億4,969万1,000円復興交付金基金として積み立てでご

ざいます。

  第10次の交付の決定分につきましては、国庫の負担金、国庫補助金で受けてございますけれ

ども、その金額と若干乖離してございます。その差額でございますが、24年度分の事業費を繰

り越してございまして、その部分の復興交付金を基金に積み戻すことができなかったというこ

とで、その金額が約6,900万ございましたので今回10次の決定分とあわせて基金のほうに一度

戻すといった処理をしてございます。

  次に、地域復興費で８節から12節災害ボランティアセンター閉所の謝金という形でも計上し

てございますけれども、災害ボランティアセンターを閉所する予定でございまして、その開催

経費等を８節から12節で計上してございます。

  29ページをごらんください。

  被災者住宅再建支援事業費として、19節の負担金補助及び交付金１億1,000万今回減額補正

でございます。年度内の執行見込み額にあわせて減額させていただきました。

  次に、12款の３項復興農林水産業費で水産業行動利用施設復興整備事業費13節委託料を計上

してございますが、上段のシロサケふ化場の設計事業委託料。これは水尻川のふ化場の移転実

施設計分でございます。小森ではなくて水尻川の部分でございます。各委託料の主な事業費で

ございます。まずシロサケのふ化部分につきましては2,100万、市場の建設設計監理委託料が

約900万、塩水取配水施設設計監理委託料が約400万見越してございます。それと15節の工事請

負費で１億5,750万今回追加してございます。卸売市場の建設工事と塩水取配水施設延長整備

工事でございますが、卸売市場につきましては実施設計を行った後、建設工事には増額してご

ざいまして追加するものでございますが、全体の事業費は22億5,400万を見越してございます。

22億5,400万です。今回、卸売市場につきましては5,900万ほど内訳で計上させていただきまし

た。残りの9,800万総統は塩水取水管でございます。

  ３目の漁業集落防災機能強化事業費13節委託料3,760万でございます。これは漁業集落防災

機能強化事業の調査の委託でございますけれども、全部で７地区の委託料でございます。申し

上げます。泊浜、稲渕、館浜、伊里前、在郷、波伝谷、長清水、以上７地区でございます。全

体事業費の４割相当、前払相当を計上させていただいてございます。

  次に、５目の被災地域農業復興総合支援事業費15節の工事請負費で１億3,650万、被災地域

農業復興総合支援事業生産施設設置工事でございます。穀類乾燥調整施設とネギの集荷調整施

設を予定してございます。穀類は４地区、板橋、泊浜、西戸川、在郷、以上４地区の設置工事
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でございます。ネギの集荷施設につきましては、在郷１地区でございます。それと、18節の備

品購入費、今回も１億400万、農業用の工作機械購入費として計上させていただいてございま

す。主にコンバイン、ネギの収穫機等を予定してございます。

  次に、30ページ。

  ４項の復興土木費。道路事業費15節工事請負費で２億円減額でございます。説明欄高台接続

道路の事業築造工事で減額という形になりますけれども、防集団地の接続道路、出来高の見込

みに対する減額という形でございます。次に、崖地近接等危険住宅移転事業費。これも19節で

４億8,433万減額でございます。26年度の支払見込み額を残しまして先ほど債務負担行為を設

定させていただきましたので、そのために今回減額してございます。６目の防災集団移転促進

事業費でございます。13節委託料で5,000万円減額でございます。これはＰＭＣのほうに委託

してございますけれども、その出来高見込みに対する減額です。それと15節工事請負費２億円

の減額、造成工事で減額してございますが、造成工事の出来高に見込む減額を行ってございま

す。19節の負担金補助及び交付金、これも６億9,300万ほど減額でございます。防災集団促進

移転事業費につきましては、これも債務負担行為を設定してございますので26年度の支払見込

みを残しまして、今回減額させていただきました。情報通信技術利活用事業費の補助金につき

ましては、歳入でもご説明申し上げましたが馬場・中山団地に係る共同受信施設９世帯分を見

越してございます。事業費の３分の１を補助するものでございます。

  一番下段の都市公園事業費13節委託料2,900万円、都市公園設計委託料でございます。八幡

川の西側に係る都市公園の設計業務でございます。

  31ページをごらんください。

  ６項の復興効果促進費で市街地整備コーディネート事業費13節委託料2,500万減額でござい

ます。これもまちづくりの総合コーディネート事業委託ということで、ＰＭＣに委託してござ

いますけれども、その受け差に伴う減額でございます。３目の被災地復興のための土地利用計

画策定促進事業費、13節委託料で1,758万4,000円。中身で減額してございます。中央地区の測

量調査設計委託で540万ほど減額でございます。これはＪＲの城場山トンネルに係る測量調査

設計の事業完了に伴う減でございます。その下の景観形成検討業務委託料2,300万でございま

すが、これは志津川市街地全体のガイドライン案等の作成を計画してございます。

  最後、被災地域農業復興総合支援事業費で18節備品購入費540万、農業用工作機械購入費と

いうことで計上させていただきました。先ほど同様の事業もございましたけれども、これは効

果促進の部分で計上ということで、予算的には２つに分かれてございます。自走の草刈り機、
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それと管理機等を５つの地区、板橋、泊浜、田表、西戸川、在郷、これは５地区に係る備品購

入を計上していただきました。

  予備費につきましては、財源調整のために減額してございます。

  以上、細部説明でございます。

○議長（星 喜美男君） 暫時休憩を行います。再開は11時30分といたします。

     午前１１時１６分  休憩

                                           

    午前１１時３０分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑は歳入歳出一括で

行います。

  なお、質疑に際してはページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは、質疑に入ります。１番後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） 総額が非常に大きい補正予算なので、１点だけちょっと総論じゃない

ですけれども、ページ数で言うと30ページの12款復興費の復興土木費なんですけれども、補

正額のその一番下の欄の総額で16億ぐらい減額ということなんですけれども、確かにその割

合でいうと218億ぐらい計上している中での15億なので、割合でいったら１割以下なんですけ

れども、当初町のその財政の総額70億、80億でやっている中での15億というところはとんで

もない割合になるんですが、その減額が今お話、細部説明の中ではその出来高見込み分を債

務負担行為に回すということとかが主なその減額の理由なんですけれども、そんなことはな

いと思うんですけれどもあんまり大きい金額を動かしているうちに、ちゃんとその細部を精

査して予算計上できているのかどうか。これはやっぱり単純に町民としてはちょっと気にな

るところかなと思います。そこをちょっとお伺いしたいなと思います。その当初予算、この

議論になると思うんですけれど、当初予算でその減額が後で補正しなくても済むようにでき

なかったのかというお話になると思うんです。そこを担当としてどのようにお考えなのか、

お伺いしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） 冒頭で今回第10次の復興交付金の決定に伴うという形で80億、もう

それだけでも当初予算に、通常の予算に匹敵する規模の補正になるんですけれども、この交

付金の事業がそれぞれ逐次ヒアリングを受けて確定して入ってくる。それで１つの事業費に
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対する財源も１つの決まった交付金でなくて、前回とか今回、また次回、３回ぐらい分かれ

て入ってきたりするということもあって、非常に事業調整課の企画でも難儀はしているんで

すけれども、個々の事業の全てのやっぱりそのマネージメントをしっかりやれということは、

財政当局からもしっかり申し伝えてございます。どうしても当初予算の編成時点では、その

細部までどうしても詰め切れないところもありますが、当初予算で一定の予算規模を確保し

て事業費も計上しなければいけないということもありまして、26年の当初予算にはそんな形

で計上させていただきましたけれども、どうしても概数で計上しなければいけない、漁港等

大きかったんですけれども、その部分が今回かなり大きく影響はしてございますが。この傾

向は来年度以降も、あと１、２年は恐らく続くんだろうなというふうには考えてございます

が、特に特定財源を受けて事業を執行しているわけでございますので、その辺のしっかりし

たマネージメントは、しっかりやっていかなければいけないのだろうというふうには考えて

ございます。

○議長（星 喜美男君） 後藤伸太郎君。

○１番（後藤伸太郎君） まさにその、今後ですね、どのようにしていくのかということだと思

います。総額でその復興交付金とか減っていくということは、これはしようがない部分、し

ようがないといいますか、事業がそれだけ進んでいったと、復興が進んでいったということ

のあらわれでもあるんだろうと思いますので一概には言えませんけれども。例えば、その役

場の職員の皆さん、今応援で３分の１ぐらいの方が応援に来ていただいていると、それもだ

んだん減っていくんでしょうし、要は震災前の体制に戻りつつ、戻っていかなければいけな

いという状況だと思います。その上で、そのマネージメントをしっかりやっていくというこ

とは、それも国から言われるまでもなく町の中でも当然念頭に置いて業務に当たっておられ

るんだろうと思います。今の規模の、逆にこれ大きい規模で財政に当たるその業務をしっか

り執行しているということが、その後の町の財政であるとか、町の業務の執行に関してプラ

スになることもあるんだろうと思いますので、その今大変な業務に追われているとは思うん

ですけれども、このノウハウであるとか、この難局を乗り切ったんだと、乗り切るんだとい

うことをぜひ継続していただきたいということは思います。それが窓口業務と関係するのか

どうかわかりませんけれども、その行政に携わる方々のその資質の向上であるとか、その能

力の向上であるとかいうことにプラスになっていかないのであれば意味がないと思いますの

で、その辺も含めて今後もそのマネージメントというのをしっかりやっていただきたいなと

いうふうに思います。終わります。
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○議長（星 喜美男君） ４番小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） ４番小野寺です。

  32ページになります。人事院勧告に基づいて給与改定と、主にそのいわゆるボーナスの部分

で、全体の率にして0.3％というお話でしたけれども、この人事院勧告というのは国の国家公

務員に対するもので、それに準じて行われたんでしょうけれども、町民感情としましてやは

りこの今の時期に公務員、町職員あるいは議員の給料を上げるというのは、やっぱりいろい

ろ言われるわけですよね。それで、私はこの上げることには反対はしません。むしろもっと

上げてはいいんじゃないかと思いますけれども、この人事院勧告というやり方が、民間の給

料が下がったら公務員も下げる、上がったら上げるというやり方が果たしてその今この大き

な問題になっています景気対策に対して有効なのかどうかというような疑問があると思うん

です。それで、結論から私言いますけれども、給与改定も必要でしょうけれども、今選挙で

争点にもなっておりますけれども、消費税、これの廃止なり値下げなりというのが一番効果

があるのではないかと思いますけれど、いかがでしょうか。

○議長（星 喜美男君） 総務課長。

○総務課長（三浦清隆君） 論点が、まず景気対策の部分と職員の給与改正の部分と、ちょっと

これは分離して考えなければいけないんだろうなとまずもって思います。まず給与改定につ

きましては人事院勧告、条例の改正の際にも三浦清人議員にもいろいろご説明申し上げまし

たけれども、国家公務員においては労働基本権の制約の代償措置として人事院勧告が設けら

れてございます。当然、当町では第三者機関としての人事院がございませんで、地方公務員

にとっても地方公務員法で争議行為等の禁止ということで、労働基本権の制約がございます

ので、そういった面で国家公務員との公務の近似性、類似性、それをあわせ持った地方公務

員でございますので、人事院勧告に準拠して地方公務員もこれまでも給与改定を実施してま

いりました。その根拠につきましても地方公務員法で定められていることについては、先日

ご説明申し上げたとおりでございますので、当然今後とも人事院勧告という形が出される以

上は、それに沿った形で当町の職員の給与も改定していかざるを得ないし、していくべきだ

ろうというふうには考えてございます。

  それと消費税の関係を含めた景気対策でございますけれども、これは国政レベルで基本的に

は考える内容でございますので、新しい政権が発足した後で消費税の問題改めて検討する形

になろうかと思いますけれども。今のところ８％で推移してございますので、町の関係とい

たしましては、前の議会で関係する条例を改正いたしまして、とりあえず今の条例の形では
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来年の10月に当町の関係条例を1000％に引き上げる予定にしてございますので、新政権が発

足後、税改正も含めて恐らくその期間を延ばすわけですから、それに合わせて当町の条例も

改正していくことになろうかなというふうには考えてございます。

○議長（星 喜美男君） 小野寺久幸君。

○４番（小野寺久幸君） 消費税の問題少しそれてしまうかもしれませんけれども、これまで消

費税を上げて景気がよくなったということはなかったと。それと、私去年の一般質問で言い

ましたけれども、いわゆるアベノミクスが今破綻状態にあるというのが私たちの意見ですけ

れど、ここで今それは問題が外れてしまいますので、その消費税についての町長の考えだけ

を伺って終わりにします。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 消費税にはいろいろ議論あるのは承知をいたしてございます。しかしな

がら、今日本の国債1,000兆円を超えるという状況になりまして、大変国としての財政も大変

厳しい状況でございます。そういった中におきまして、社会保障費が年々ふえていくという

ことがございます。そういった財源手当てをどうするのかという大きな課題を抱えてござい

ます。したがいまして、ある意味消費税という分野にそういった社会保障費を充てていくと

いうことも、これは国の政策の中の１つとして理解できる部分は私はございます。

○議長（星 喜美男君） ３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ３番及川です。

  ３点ほどお伺いします。30ページ、19負担金補助及び交付金の中で情報通信技術利活用事業

費補助金、馬場・中山の防集の９世帯分の補助ということなんですけれども、これは電波が

悪いのか、それともその補助をしなきゃならないその要因は何なのか。そしてまた、ここの

地区だけなのか、ほかの防集にもかかわりが出てくるのか来ないのか。それが１点です。

  それから、その下の13の委託料2,900万、都市公園設計委託料。これ私の認識が、確認なん

ですけれども、八幡川の公園の設計委託料となりますけれども、これ隈 研吾さんの設計の

部分とかぶってくるのか、また別なのか。ちょっと私が認識不足で申しわけないんですけれ

ども、その辺が１点。

  それからもう１点。31ページの13委託料、景観形成検討業務委託料とありますけれども、説

明聞き逃したかなと思うんですけれども、この委託料についてご説明お願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 企画課長。

○企画課長（阿部俊光君） １点目の30ページの情報通信補助金360万。これは、馬場・中山団



２０６

地の防集の団地造成に伴いまして、地デジの難視区域になったと。テレビの受信ができない

というところで、電波が改善するようにするということでそのアンテナを立てる部分に対す

る補助ということになります。それから、今後この中山以外にも団地造成によってテレビが

見れないという事案に対しては、同様の対応をしていくということになります。

○議長（星 喜美男君） 復興市街地整備課長。

○復興市街地整備課長（沼澤広信君） ２点目の都市公園設計委託料につきましては、隈先生に

お願いしていたグラウンドデザインの部分とは重複しておりません。隈先生にお願いしてい

た部分は、八幡川の左岸側、要は東側の一部分ということになりますので、改めた公園の設

計の委託料となります。

  景観形成につきましては、志津川市街地、あとは志津川の高台の箇所におきまして、景観を

どのようにしていったらいいか。強制的に誘導していったほうがいいのか、住民の意見を聞

きながらやっていったほうがいいのかというようなそのガイドラインというか、方針を検討

していくという内容になっております。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ただいまの地デジの難視聴地域のことがわかりましたけれども、各それ

ぞれの防集であれば、そういうここだけでなくそういうことが可能性としていろいろ出てく

るわけですけれども、その辺漏れなく、あそこがよくてここがならなかったって後でならな

いようにきちんと住民のコンセンサスを得てやっていただきたいと思います。

  それから、八幡川の2,900万の委託料ですけれども、これもまた将来に向けた公園となるわ

けですので、その辺住民との希望、住民のどんなものをつくりたいのか、住民の声を聞いた

公園づくり、委託料に反映していただきたいと思います。

  同じく、景観形成検討業務委託料。これも同じことですね、町民の声、そこに住む人、その

人たちの声を十分吸い上げて、吸い上げた上での委託料。それをつくっていただきたいと思

います。以上、終わります。

○議長（星 喜美男君） ７番髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） ７番です。

  22ページの２目道路維持費。町道修繕工事というようなことで、従来その町道の管理修繕等

は、合併前はその専属の部署があったように思われますが合併後それがなくなって、それで

現在はその業者に委託されているんですね。この災害によりまして、町道等この町の財産と

いうものが大分ふえてくるのかなと。そういう中で、道路はもちろんですけれども、財産、
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町の山あるいは道路等々たくさん出てくるのですが、中にはその寄附をいただいた山もあり

ます。それで、その業者に委託するよりは、その専属の部署があったほうが、迅速に動ける

んじゃないのかなと。最近つくづくそう感じているわけです。それで中には、１つの例とし

て、その業者に委託はしたものの、業者が手が回らないのか忘れたのかわからないけれども、

町民の方に迷惑をかけてずっときているという、そういう例もあります。恐らく担当課のほ

うでは確認しているんだろうと思いますがね。ですから、やはりその専属の管理する部門が

あったほうが今後はより利便性が上がるのかなと、そう考えているわけですが、その辺あた

り町長はどう考えておりますかね。お聞かせ願いたいと思います。

  それから、26ページの３目、ここに13節の委託料で漁港施設の災害復旧調査設計業務とある

んですが、最近になってこの漁港、いわれるその施設と言われる物揚場あるいは防波堤、こ

れが自然のその動きといいますか、隆起してきていると、これが確認されておるんです。隆

起、盛り上がってきている。それで、これを当町の担当課では確認しているのかどうかです

ね。この隆起によって、この設計がどう変わっていくのかですね。その辺あたりをお聞かせ

願いたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） 今、いろいろご指摘をいただきました。ただ、新しく組織論になってく

ると、今こういった状況でございますので、またそこに新しい人を張りつけるということに

もなってまいりますので、現体制の中で今髙橋兼次議員からいろいろご指摘いただいた分、

何とかそういうご迷惑のかからないそういう形の中で、ちょっと検討させていただきたいと

いうふうに思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 今回計上させていただきましたのは、細浦漁港の部分で、物揚場こ

れから復旧するわけですけれども、その間施設がないということで仮設の物揚場をつくろう

という部分の調査委託料でございます。

  それから、隆起に関しましては、たしか震災の年の３月12日に沈下をしたというような発表

があったと思います。それでその後、当時最大で１メーター、牡鹿半島のほうで１メーター、

この辺ですと大体アベレージ的には80センチ前後ということの発表があったかと思っていま

す。それで地理院のほうでは、毎月地殻変動量というのをホームページを通じて公表をして

おります。ここだと志津川のところに観測点がございまして、ことしの４月１日現在で2011

年の３月12日と比較をして、約24センチ隆起をしたという結果になっております。ただ、漁
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港工事の設計につきましては、３月12日の水準点データをもって設計をしているわけではな

くて、ちょうど半年後から作業開始をしておりますので、24センチ違っているということで

はございません。大きく隆起したのが、ちょうど１カ月後に余震があったと思うのですが、

その時点で約７センチ一気に隆起をしております。それから毎月ミリ単位ですけれども隆起

と沈下を繰り返しているという状況でございまして、その地理院が半年後あたりに各水準点

の再測を行って、それで公表してそれを使っていますので、24センチの半分程度かなと、現

在ですね、違いがあるんだろうと思っています。ちなみに、先月は逆に６ミリ沈下をしてい

るという状況でございますので、この１、２年の結果を見て今後隆起の傾向にあるか、沈下

に傾向があるかかは一概には言えないのですが、ことしの春の段階ではそろそろ収束に向か

っているという見通しが立たされております。ちなみに、今から50年ほど前のチリ地震、マ

グニチュード9.2だと思いましたけれども、2004年にその日本で調査団が行きましてその後の

地殻変動を調査したレポートがあるのですが、それを見ますと44年たって80センチから１メ

ーター50変化をしたという地区もあるという結果が出ているようでございます。以上でござ

います。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） その１つ目の専属の組織といいますか、大した組織っていったって大き

いわけではないと思います。今までの例を見ますとね。やっぱり町民に対してのサービスで

すので、そういう部署はやはり現実ですね、必要不可欠なのかなとそう思います。それで、

町民が町に迷惑かけたのならまだしも、町が個人に迷惑かけるというのはやはりこれはあっ

てはならないことかなと、そう思いますのでできれば組織を立てるような、そのような方向

で検討していただきたいなとそう思います。

  次の２つ目なんですが、その隆起が収束傾向にあるというようなことでありますが、収束傾

向にあって落ち着けばそれに越したことはないんですが、どうも流動的な部分もあるようで

あります。聞くところによりますとね。県のその担当のほうから聞きますと、何ていうかか

なりまだ収束には向かっていない。やはりその隆起のほうが何かこう割合が多いような、そ

うふうなことで県のほうでも懸念しているようなところもあるようです。それで、高くなっ

ていくと、現在その完成したところは使用する方々の話を聞きますと、高くて大変だと。そ

れで海におった場合に上がれないと、そのような地域の声が多いんですよ。それで、これか

らその設計していく段階で、やはりその利便性といいますか、高くてその不便なところをで

きるだけ緩和できるような、そのような設計に持っていくべきだなと。再三言いますけれど
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も、隆起がその収束に向かっていれば問題はないんですけれども、まだ動いていますから。

地球は生きていますから。どのようになるかわかりませんので、相当考慮した中で進めてい

っていただきたいなとそう思います。終わります。

○議長（星 喜美男君） いいですね。ほかに。６番今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） ６番今野です。

  まず、12ページの収入なんですけれど、立木売り払い収入。それはスギなのか雑木なのか１

点伺いたいと思います。

  あと21ページ、神割崎キャンプ場。いつ行ってもきれいに整備されて感心しているんですけ

れど、先ほどの説明によるとなんか集客が思わしくないということで補正というので、どれ

くらい減っているのか。そして、もし減っているあれでしたら、今回こういった補正じゃな

くて何らかの魅力が増す方策を町としても検討すべきではないかと思うんですが、そういっ

たことに関して伺いたいと思います。

  あと３つ目は、27ページ。魚竜化石等の災害復旧なんですけれど、これ減った項目なんか、

印刷費とか減ってあれしているんですけれど、それが組みかわったのかどうかそこのところ

を詳しく伺いたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（阿部明広君） まずもって１点目の12ページの立木の売り

払いなんですけれど、これは分収林組合の主にスギでございます。予想より高く売れたとい

うことで追加して計上させていただきました。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 神割崎の利用状況というようなことでございます。この150万

の補正をさせていただくわけなんですけれども、人数はともかく使用料の収入で確実にこれ

だけ落ちているというような状況であります。これ平年ベースで予算を見てきたわけなんで

すけれども、震災の影響がストレートにそこに出ているというようなことであります。とり

わけ、ご存じのとおり仮設住宅が設置されておりまして今後新たな展開のその戦略も考えな

くてはいけないと町のほうでも考えてはいるんですけれども、今仮設住宅との兼ね合いで、

今すぐ手を打ってふやすという選択が望ましいのかどうかというところもありまして、非常

に指定管理者の努力と町側の努力で今話し合いをしているところでございます。今後一層努

力してまいります。

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。
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○生涯学習課長（及川庄弥君） 魚竜館の整備なんですが、管の浜の魚竜化石を現地保存してい

る建物の整備については、６月の補正で2,800万ほど取りまして整備しているのですが、今回

はそのとき取ったのが印刷製本、これはその施設の案内用のパンフレットとか、あと電気料

とかあるいは修繕ということで取っていたんですけれども、そういう形でなくて造作工事で

すね。工事請負として今回115万ほど一体的に整備したほうがいいということで、組みかえで

ございます。

○議長（星 喜美男君） ここで、昼食のための休憩をいたします。再開は１時10分といたしま

す。

     午前１１時５９分  休憩

                                           

    午後 １時１０分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

  今野雄紀君の質疑を続行いたします。今野雄紀君

○６番（今野雄紀君） 今野です。

  午前中に引き続き、立木に関してなんですけれど、答弁ではスギということだったんですが。

あそこで余り離れないような形で関連ということで伺いたいと思います。当町では再生可能

エネルギー及びバイオマス構想に取り組んでいるわけですけれど、きのう現地調査に行く際

に道路沿い、復興のあれでスギの木とか雑木というんですか、そういったやつが整然と重な

っていたんですけれど、その件に関して雑木のほうをどのような形で処理というか、なって

いくのか。実は、以前の議会でもちょっとお聞きしたんですけれど、それを何らかの形で商

売目的ではなく自家用に使うまきにならないかということで、質問した経緯があるんですけ

れど。その雑木の流れというかどういう形で処分されていくのか伺いたいと思います。

  あと２点目の神割崎キャンプ場についてなんですけれど、仮設住宅等も敷地内にあってなか

なか集客が思わしくないということでしたが、私思うには同じお金をかけるのでも投資的に

お金を使ってほしいという思いから、例えばなんですけれど簡易的なペットなり何なりの運

動場みたいなやつを柵かなんか買ってできないものかという形でお聞きしたいんですが。

  あと３点目の魚竜化石については、パンフ代等を造作に回したということなんですけれど、

大体展示が開始になるのが今年度中なのか、もしくは近い時期になるのか、そこのところと。

あとパンフレットに魚竜だけじゃなくて、今回出た最古の化石等も載るのかどうか。以上、

伺いたいと思います。
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○議長（星 喜美男君） 復興事業推進課長。

○復興事業推進課長（及川 明君） 集団移転等で伐採した場合ですが、補償のあり方としまし

て所有者が自分で切る、切るといいますか自分で頼むという伐採方法。あとは一定の価値部

分を保障して工事等の中で伐採するという方法が二通りございますが、大体はどうしても自

分で切るとなかなか足が出てしまう状況の樹種が多いようでして、工事の中で処分をして工

事費の中に相殺すると、いわゆる相殺といっても処分する伐採費がかさみますので、実際的

には伐採費として工事費で見てあげるといったような状況になっております。

  １つ漏れておりました。処分の方法ということですが、使えるものであれば市場に売却する

とか、その辺は時期も含めて処分先、売渡先、森林組合であればいろんな県森連の部分とか

そういったものに持ち込んで売った部分を相殺するというような形になります。一般的に、

町内という形じゃなくて圏域の中で使えるものはそれなりに流通木材として流通されるとい

う形になっているかと思います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 神割埼のペット、ドッグランとかそういったことでの予算と施

設の有効な活用方法についてというご提案でございましたが。議員おっしゃるとおり、現在

仮設住宅としての利用の必要や、それからキャンプ人口の動向などさまざまな要因がござい

まして、神割埼のキャンプ場の今後の利活用については課題があるなというふうに考えてお

りまして、おっしゃる部分も含めて将来的な施設の利活用と照らしながら、さまざま検討を

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（及川庄弥君） 魚竜館、管の浜魚竜の現地保存の箇所は３カ年、25、26、27年

度、３カ年の補助事業を災害復旧事業でやっていまして、完全にでき上がるのは連休以降に、

５月の連休に間に合うように、それを目標にしたいとは思っているのですが。あとそのほか

に、魚竜の産出地のほうも３カ年の補助事業でやっているので、ことし設計で5,000万ほどか

けて設計しているんですけれど、そっちとかなんかがもう27年度で完全にある程度でき上が

るので、両方そうすると歌津魚竜、管の浜魚竜の露頭が完全に見れるような格好になります

し、管の浜魚竜についても今までは底のほうにライトで照らして見ていたのが強化ガラスで

上から見られるような、そういう計画で今進めていますので、それらできましたらふん化石

あわせてベレムナイトも、日本最古のベレムナイトが発見されたので、それらもあわせてパ

ンフレットとか何かつくりたいなと思っています。
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○議長（星 喜美男君） 今野雄紀君。

○６番（今野雄紀君） 雑木に関しては、相殺及び工事費の中で見るということなんですけれど、

私思ったのはせっかくの町内から出たやつをより有効に利活用するために、まきとしての利

用ができないかということで、再三私自身も使っているもので、現場等に行って責任者等に

も問い合わせたんですけれども、なかなか思うように譲ってもらえなかったというのも変な

言い方なんですけれども、それは当然なんですけれど、町としてもそれなりの何らかの方法

でこれからペレットストーブ及びまきストーブ、その他バイオ関連の構想に向かっていく上

で、実はこのまきがどうして大切かと私思うには、最初からペレットストーブというのも確

かに大切なんでしょうけれど、まきストーブの場合はまきを用意することが、答弁では皆さ

ん大変だということなんですけれど、ある種高齢者というか元気のいい年配の方ですと、健

康のための作業にもなると思うんですが、その関連からして私自身も今のうちはまきですけ

れど、どうなるか年をとってからペレットというか、そういう流れもあると思うんで、そこ

の関連でどうしても有効活用というか利用ができないものかなと思案していたのですが、復

興事業でやる限りはどうしても無理なのかどうか。もう一度だけ伺いたいと思います。

  あと神割崎のキャンプ場については、私もたまに行って見ているんですけれど、たまたま夏

場でしたか利用客の方が何組かいて、その方両方とも偶然かどうかわからないんですけれど、

どちらもペットを連れていましてそういった関連からキャンプ場内も立て看板が出ているん

ですが、あれはたしかペット入れないでというやつか、もしくはふんの処理を完全にしてほ

しいという立て看板だったのかちょっと記憶があれなんですけれど、現在キャンプ場にはペ

ットを連れ込んでいいのかどうか確認させていただきたいと思います。

  あと魚竜化石については、わかりました。なるべく管の浜のほうだけでも連休に間に合わせ

て開館ということをお願いを兼ねてしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 復興事業推進課長。

○復興事業推進課長（及川 明君） 議員ご質問の部分は、復興事業というものとはちょっと切

り離して考えたほうがいいのかなというふうな感じはいたします。ただ、当課で集団移転事

業に着手する際、多量の抜根材をバイオマスエネルギーとして活用できないか、あるいはの

り面の吹きつけ材の材料に使用できないかといった計算を若干した経緯はございます。ただ、

それが復興事業で取り組んだ場合、なかなかその復興事業が終わった後のいわゆる全体のそ

ういった仕組み、町内で循環する仕組みが成り立っていませんと、そのとき限りという形に

もなりかねるということで断念をした経緯はございますが、そういった町の中で出たものを
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町の中で再利用するという仕組みは今後いろんな形で検討していくべき行政課題であろうと

いうことは認識はいたしております。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） ペットにかかわる看板、何度も訪れていながらちょっと見つけ

ていないんですけれども、町的には特段どうしてくれという規制はしてございません。ペッ

トは飼い主にとってかわいいものですけれども、ほかのお客さんへの影響などを指定管理者

が考えて判断している状況ということでございます。

○議長（星 喜美男君） 14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 初めに、徴税費に関連するんですけれども、これは震災復興の事業、事

業というよりは住民の方々を、よそに行った住民の方々を我が町にまた寄り戻すといいます

か、呼び戻すといいますか、そういった施策の一環としてのお話なんですが。前にも何度か

その震災後の固定資産、これは土地建物も両方ですけれども、新しく土地を購入して家を建

てたと、そのときの固定資産税については３年、５年というか何年かにわたって減税措置も

とられているようでありますが。震災を受けて土地を購入した方々についてはそういうこと

もあり得るといいますか、そういった条例になりますけれども、それ以外にも地震によって

損傷したという家もあるわけです。でも大規模半壊にならない亀裂とかいろんな面で、でも

修復した方もありますし、またそのままの状況の人もいる。そういった方々についての、こ

の固定資産の評価、３年に一遍あるわけですが、特例という形でその固定資産を安くならな

いのかなというような住民の方が結構いるわけなんで、そういった件についての町としての

考え方はどういうふうになるのか。

  それから、土地を購入しても家を建ててもとにかく固定資産が何年か後には当たり前の額に

なって大変になると。私もよくそのお隣の登米市との我が町との評価の差というのはよくわ

かりませんけれども、南方、登米市に今いる方々のお話を聞きますと、やはり向こうの試算

といいますか算定といいますか、そういったものは南三陸町よりも低いと、南三陸よりは土

地を買って家を建てたほうが住みやすいんだというような解釈をしている方々も結構いるわ

けです。でありますから。できれば登米市と同じようなぐらいの評価にすべきではないかな

という感じをいたしました。そういったことについての町としての考え方をお聞かせいただ

きたいというふうに思います。

  次に、今前者神割崎の指定管理の追加指定料というんですか委託料というんですか、震災後

一生懸命こうやって地域のために頑張っている委託業者といいますかの方々については非常
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にありがたく感謝をするところでもありますし、また震災前まで改革できるように頑張って

いただきたいと、これは私前にもお話したように大事なことであるということであります。

ただその反面、事情が事情なだけにその収益が不足をすると、収入がなかなか見込んでいた

ぐらいにならない、その分何とか面倒見てくれということでのお話かと思うんですが。ただ

その中での、何ていいますか限度といいますか、何ぼでもいいというわけにもなかなかいか

ないんだろうと、１つのこれを例をつくってしまうと今後収入がなかなか得られない、不足

する、赤字だ、町で面倒見てくれということになってしまうと大変なことになるし、その営

業努力にも力が入らない。どうせ足りなければ町で面倒見てくれるんだろうと、親方日の丸

じゃないけれどもそういった感覚になってしまうとまずいのかなと。じゃあどの辺で線を引

こうかということもなかなか難しい件もあるんでないかなと、ですから地域住民の方々、町

民の方々が納得できる中での額といいますか線引き、これが必要ではないかなというふうに

思って聞いておりました。町としてもその指導努力というのも大事だろうし、また委託を受

けた業者の方々も努力も必要であると、なかなか難しいですけれどもその辺がね。要するに

町民の方々が、ほかの町民の方々納得できる範囲であれば私はいいのかなと思うんですが、

その辺のところの町としての考え方ですね。それをお聞かせいただきたい。

  それから、市場建設設計監理委託料ということで、これからなんですね。これ建設課なのか

な。これからこの設計監理から建設から始まるということなんですね。私はもう既に終わっ

たのかなと思っていたんです。なんかあの業者が取ったとか、あの業者に決まったとかとい

うな話が聞こえてきましたので、既に入札終わったのかなと思ったらまだ終わっていないと

いうようなお話で。さてさて、あの業者だって名前が出ているんですけれども、これがこれ

からやって、その名前が出ている業者が落札したとなると、やっぱりなとか、ほれみろとか、

そのとおりだったなというようなことにならないようにしていかないと、町がおかしく思わ

れますよ。今後その言ったことに対してどのように対応していくのか、十分に気をつけて、

皆さん見ていますので世の中、これは変な方向づけになって問題が起きると皆さん大変なこ

とになりますので、その辺の考え方をお聞かせいただきたいと。

○議長（星 喜美男君） 町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） 私のほうからは、固定資産税に関するご質問ということでお答

えをいたします。

  ご指摘のとおり津波被害、地震被害等で被害調査をうちのほうで実施しておりまして、それ

に基づく評価によって建物等は課税されているわけでございまして、地震被害も大規模半壊
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に限らず半壊等の認定を受けたものについては、損害率等を計算してこの評価がえ等のタイ

ミング、もちろんその年のタイミングでですが適正に評価し課税するというふうな方針でご

ざいます。

  それから、登米地域との格差という部分でのご指摘がございましたが、土地の取引価格等か

ら、そういった価格から鑑定評価がありまして、それから適正な時価等を割り出して土地に

ついては固定資産の価格を決定するというような流れがございまして、その取引価格等の差

でそのような感覚的なものを持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、現状としては評価の

方法としては登米市と何ら変わるものではないと考えております。

  それから、建物についても同様でございまして、国が示す評価事務の基準に基づいて適正に

評価させていただいているという状況でございます。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 指定管理費用の追加の考え方、町民の方々に納得のできるその

金額の設定をすべきではないかというようなご指摘を頂戴しました。全くそういった部分で

は、本来であれば黒字といいますか適正に運営がされるべき施設ということが前提でありま

すので、ご指摘の部分そのとおりだとは思います。震災後、担当課といたしましてもやはり

その残された少ない観光施設としての利活用の部分で、より有効な運営をしてもらわなくち

ゃいけないということで、とりわけ昨年、それからことしあたりは頻繁に町担当部局も足を

運びながら指定管理者の努力、それから改善なんかへの相談業務をやっております。指定管

理者としてできる努力として、施設をとにかくきれいに来た方々に快適に過ごしてもらうた

めの努力というのは非常に一生懸命やっていただいている状況、それからおいでになったお

客様への接客なんかの努力ということは、我々も行って確認をしているところでございます。

ただ、残念ながら例えばオートキャンプ場に泊まったお客さんたちが、子供たちが楽しく笑

い声なんかを上げると、すぐ目の前の仮設の方々に非常に遠慮が出て、しばらくこの施設に

は次回以降、ちょっとご迷惑かけますねとか言い残して帰って行ったりされるんだそうです。

そういったことから、一つ一つ指定管理者がすべき努力と、それから町側の指導ということ

で努力をした上で、最終的に不足が生じてきていると。契約上、災害とかやむを得ない事情

の場合は両社での協議によってその金額を協議で話し合って決めるというようなことになっ

ておりまして、これにつきましても鋭意努力してというようなことでございますので、ぜひ

ご理解をいただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 遠藤副町長。
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○遠藤副町長（遠藤健治君） 最後のその市場建設に関するお話でございますけれども、町で公

共事業発注する場合の契約業者審査委員会を主催している立場でございますし、軽視できな

いお話でございますので私のほうからお話をさせていただきます。今回の予算の追加につい

ては細部説明の中で財政担当課長ご説明申し上げましたとおり、当初実施設計を進めてまい

りまして、その後時間の経過の中でいろんな資材、そういったものの高騰があって再計算を

しましたところ、規定予算の中ではなかなかテーブルに乗せることが大変難しいということ

で再計算をして不足が見込まれる部分についてあらかじめ今回追加をお願いをしているとこ

ろでございます。その上で、市場建設にかかわるその話が業界あるいは巷でどういうお話が

出ているのか、あの業者、どの業者という話が出ているようやのお話でございますけれど、

この件に関しましては今回補正をご決定いただいた後に、改めてその入札執行のあり方等に

ついては審議をする運びになる予定になっておりまして、まだ当委員会のほうには議題とし

てございませんので、当然規模的にも考えましても一般競争入札が全くベースでございます

ので、その中でどういった業者さんがどれぐらい応募してくるのかわかりませんけれども、

それからどういう制限なり基準をつけるのか全くこれからでございまして、どの工事もそう

でございましょうけれども、それぞれ業界の中でいろいろ関心を持ったり、それに関連して

いろんなお話があるいは巷で出ているのかなということについては、私どもいちいちその分

について関せず、公正公平にそれぞれの事案について発注業務を適切に進めてきております

し、この分についても当然同様な形で手続きを進めていきたいというふうに考えてございま

す。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 登米市とのその評価、まあまあ同じぐらいだというお話で、その小規模

損害といいますか被災、認定ということなんですが、その認定もいろいろな認定の仕方があ

って、大したことでなければなかなか認定というのは出ないのかなと思うんで、先ほど言っ

たようにちょっとした亀裂とかひび割れ、あるいは土台がちょっとずれるとか、いろんな話

が聞こえてきます。そういった中で修理する方できない方、さまざまいると、だからそうい

たものも震災前の評価と同じでは困るよというようなお話がありましたので、できるだけそ

ういったものは評価を下げて見ていただきたいというふうに思いますし、土地のほうもでき

るだけ安い評価をしていただいて、それはずっとということでなく町としては、前にも出て

きましたが３年、５年、７年と安いよというようなお話がありましたけれども、やはりそれ

でもその後当たり前、正規の価格になるとなかなか戻って建てることは難しいなというよう
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な方々もおりますので、その辺のところも考慮しながら今後検討していただきたいというふ

うに思います。

  それから神割崎キャンプ場、今課長答弁したように全く私もそう思います。なかなか難しい

状況下に置かれておりますので、実情を聞けばなかなか来て楽しむこともできないと、騒げ

ないといったことで今後もどうしようかということで帰っていった方もいるというようなお

話でした。確かにそのとおりだと思います。やはりこういった施設というのは、これは大事

な施設です。なくしてはならないものだというふうに思っています。その辺での町とのかか

わりといいますか、支援というのはなかなか難しいところも先ほど言ったように、どこの線

引きでやるかというのは難しいかと思うんですけれども、極力皆さんが納得できるような支

援といいますか、それから努力もしていただかなければならないし、やはり町としてもその

指定管理にお願いしているわけですから、ぜひその辺のところも十分な協議をしながらやっ

ていただきたいというふうに思います。

  それから、建設課長さ質問したつもりが大物がやってきて、いやいやなんかそんなに大きな

問題なのかなって今逆にびっくりしています、私。最後に出てくるならわかるけれど最初に

出てきたから、これは大変な問題だなと思って今受けとめていますけれどもね。そうですか

ね、大きいんですかね。今、副町長答弁、粛々とそのとおり。副町長としての立場の答弁は

立派なものですよ。よく以前ね、談合情報とかさまざまな情報がマスコミあるいは公正委員

会等に入って、そういったことが出たものについては、最初はこういうふうな形でやると、

入札方法も含めながら、当時はほら指名競争が多かったんでね、そういった名前の挙がった

業者については指名から外すというようなやり方が一番の最善策としてやられてきたわけで

す。まだマスコミ等も、あるいは公正委員会のほうも今出ていませんからいいんですが、そ

ういったことにならないように、ならないように私は今発言しているつもりなんですね。皆

さんにとっては公正公平でやられても、何度も言うようですが痛くもない腹を探られるよう

なことを思われては大変なのかなという思いから今発言させていただいているわけですから

ね。十分に気をつけて、私どもの議員としては巷間、要するに巷の話を真に受けてここで発

言することはこれはできないことになっているんです。できないことになっているんです。

ですから、あえて言うということは、その辺のところご理解もしていただかなければならな

いんでないかなというふうに思います。そういったことで、十分に気をつけて今後の執行に

当たっていただきたいと。終わります。

○議長（星 喜美男君） ほかに。10番山内昇一君。
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○10番（山内昇一君） 22ページの土木費の中で、先ほど課長説明ありましたが、いろいろ場所

あったんですが山谷線等の話もあったんで、そういったことでこの辺の状況、工事日程とか

あるいはそのほかお話ができる点があればお願いしたいなと思います。

  それと、19ページちょっと戻りますけれど、林道費の中で梨の木線というお話がありました。

この辺も一緒に関連でお願いしたいと思います。

  それからあと、27ページ。災害復旧費から先ほど同僚議員もお話しましたが、魚竜館等の話

について、今回整備するという中では、前から工事を進めているということで、27年度完成

するようなお話もいただきました。それとあわせて、そのほかのいろんな文化施設あるいは

遺跡等の展示、あるいはそういったものを順次やっていただかなければならないのですが、

それとあわせて新井田の山城遺跡等の発掘のその後のことがちょっとわからないので、その

辺もしお分かりになりましたらお願いしたいと思います。

  それから、29ページの中できのうもお話ありましたけれども、被災地の農業復旧支援といい

ますか、被災地の方々の農業関係の整備といった中で、これは本当に大変ありがたい話で国、

県等においての制度でしょうけれども、被災地の方々の農林水産業の再開については本当に

励みになることだと思います。ただ、これで十分ではないと思いますので、さらに引き続い

た町としての考え、あるいはそういったことがありましたらまたお話いただきたいなと思い

ます。

○議長（星 喜美男君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 土木費のまずもって22ページの維持工事でございますけれども、台

風とこれまで災害復旧には至らないのですが、それぞれ修理が必要な部分が出ておりますの

で、それを今回施工するものでございます。今回、詳細まで現地を調査をして予算をとって

おりませんので、今後予算をご決定いただければ再度現地のほうで詳細な調査をして工事の

規模、それから発注時期を確定していきたいというふうに考えております。

  それから19ページですけれども、梨の木線ではなくて並石線でございます。これも台風等で

かなり路面等がかなり荒れております。ただ、災害復旧にはまだ至っていないという状況で

ございますので、路面を中心に維持管理工事を実施するという状況でございます。

  それから、災害復旧の林道でございます。今回３路線、こちらで梨の木線の復旧をするとい

うことでございまして、この点につきましては台風19号によって被災をした部分でございま

す。これは来週、国の災害査定を受ける予定でございますので、その査定の内容等によって

具体のその復旧方法なりが決定する予定となっておりますので、今の段階ではあくまでも国
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のほうに要望する額を計上させていただいているところでございます。

○議長（星 喜美男君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（及川庄弥君） 新井田遺跡につきましては、ほとんど終わって今年度は残った

部分若干ありましたので、それの発掘調査も完全に完了いたしました。それで、ちょっと30

ページに関連の部分があるんですが、６目の防災集団移転促進事業費の中の需用費の部分で

すけれど、これ印刷製本から消耗品費にかえたのですが、これはほとんど外での調査が終わ

ったので保存とか保管するための消耗品を整備するというふうなことで、ここでかえたよう

な形でやっております。それでほとんど大規模な遺跡調査というのは終わっているんですけ

れども、あとそれぞれ圃場整備とか道路とかそんな感じで、町内の遺跡の調査は随時出てく

るというふうなことでございます。あと、被災した文化財につきましては、町の指定の天女

塚とかそのほか、やれる箇所は逐次やりまして、伝統芸能関係も補助事業を活用して用具と

か衣装とかなんかもかなり整備いたしました。それで実際に活動もいろいろしていただいて

いるというふうな状況ですし、巨木ですね、多分太郎坊なんかは県内で一番太い木かなとい

うことなんですが、それも引き続きやって経過を見ていますが、あるいは入谷の一本松、休

場のですね、それらも経過を見ていますので今後とも枯らさないようにしたいなというふう

に考えております。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課参事。

○産業振興課参事（農林行政担当）（阿部明広君） 29ページの施設、それから備品等の購入に

関しましては、今回先ほど総務課長の説明でもありましたけれども、収穫用のコンバイン等

とかネギの収穫機械とか、基幹事業といいまして大規模施設の整備に関してはこのような施

設を支援するというような形なんですけれども、次のページの12款のほうで耕作機械の購入

費というような540万ほど予算計上しているんですけれども、こちらのほうで効果促進事業と

いうことで50万以下の小さい機械、管理機とかあるいはそのネギの移植機とか苗箱の洗浄機

とか、あるいは製品を運搬する台車とか、そういった細かな機械まで支援するような形にし

ております。大規模にネギ栽培するということで、展示圃を設置いたしましてその栽培技術

的な部分ですね、農改センターとかあとＪＡさんとかと、そういった栽培技術の支援もして

いきたいというふうなことで考えております。あと、またバイオマス事業で液肥を利用する

というような形もございますので、そちらのほうの展示圃も設置をしておりまして、そうい

たさまざまな面で支援していきたいというふうに考えております。

○議長（星 喜美男君） 山内昇一君。
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○10番（山内昇一君） 下のほうからいきたいと思いますが、その一番最後の27ページの分です。

これ機械整備はもちろんこのようにやっていただけるということなんですが、さらにやっぱ

り担い手といいますか後継者育成のほうも町として指導していくべきだと思います。機械整

備については、いわゆる使用する農家の方々の希望を十分取り入れて、先ほど参事お話しま

したように新規作物のネギのようなものについても、新しい作物ですので全く機械等もない

わけでございますので、持続可能なようなその農業経営に結びつくようにぜひ当町の基幹作

物になるように、基幹産業になりますように今後ともご指導をいただければと思いますし、

そのようにすべきだと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

  それから、山谷線あるいは梨の木線等につきまして、やはりこれは道路だけでなく要望する

際に、周りの木といいますか支障木といいますか、そういったことも伐採、あるいはそうい

ったことを要望しないと、これから冬にかけていけばわかるんですが、日照が悪いと雪もな

かなか解けなかったり、そういったことでせっかく道路を補修しても周りが悪いとその効果

があらわれないといいますか、そういったこともありますので、その辺は私言わなくてもだ

と思いますが、要望する際にそういったこともお話いただいてできるだけ環境のよい道路を

つくっていただければと思います。その点ですね、山谷線等については特に長年私もずっと

言ってきたつもりで、その間地元の方には震災という大義名分といいますか、そういった中

で今は地元というか内陸のほうの工事は少し休んでいると、その後にということでお話して

きましたが、例えばこれって細い道路なんですけれど、こういった工事をする場合迂回路と

か、あるいは工事の際のプロセスといいますか、そういったことはほかの道路がなかった場

合に大丈夫なんですかね。その辺ちょっと心配なものですから、生活道路ですからひとつそ

の辺ご説明いただければと思います。

  あと、その文化財関係は山城のことをお聞きしたのですが、全て説明していただきましてあ

りがとうございます。そういったことで、今後ともこういった事業はともすると忘れがちと

いいますか、風化されるものですので、ぜひこの辺も怠りなく事業を推進していただければ

と思います。また追ってお話聞く節があると思いますので、よろしくお願いします。

○議長（星 喜美男君） 建設課長。

○建設課長（三浦 孝君） 私の点、２点ございました。１つが、道路周辺の木の伐採というこ

とでございます。基本的には、災害復旧事業で木の伐採というのは工事にかかわらなければ

切れませんということと、それと所有者が町であればよろしいんですが、往々にして個人所

有がございますので、それは当然個人の方の許可をいただいてということになるかと思いま
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す。ですから、もし伐採するとすれば単独事業費の中で伐採をしていくほかはないかなとい

うふうに考えておりますので、これは所有者それから地元の方とも十分協議が必要なことか

なと思っております。

  それから山谷線の迂回路につきまして、先ほど申しましたとおりこれから詳細のその辺の、

地域の方も含めて予算が可決になればお話をさせていただきたいと思っております。私も知

っているつもりでも意外と見落としている箇所がございますので、担当も含めて地域の皆様

とご相談しながら現場に仮設道路つくったほうがいいのか、それともほかのルートを整備し

たほうがいいか、その辺も含めて検討させていただければというふうに考えております。よ

ろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 山内昇一君。

○10番（山内昇一君） 工事といいますか、町道のことなんですが、実は課長おわかりだと思い

ますが、我々地元のほうで皆さんでカンパして道路は迂回路とはいいませんが、突き抜ける

ように坂の貝線に取りつけをしております。ただ、やはり立派でないので砂利等のもし補修

等がもし、それくらいで多分通れると。ただし、地域の方々にやっぱりご説明していただい

て、その期間とかそういったことを示してそして了解、ご理解いただければ多分可能だと思

いますが、その辺もひとつお話しておきたいと思います。以上です。

○議長（星 喜美男君） ほかに。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第151号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第５ 議案第１５２号 平成２６年度南三陸町国民健康保険特別会計補正予算

                  （第２号）

○議長（星 喜美男君） 日程第５、議案第152号平成26年度南三陸町国民健康保険特別会計補

正予算を議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は、必要部分のみといたします。局長。
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     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第152号平成26年度南三陸町国民健康保険

特別会計補正予算についてご説明申し上げます。

本案は、歳入において一般会計繰入金を、歳出においては職員人件費及び事務費をそれぞれ

補正するものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。町民税務課長。

○町民税務課長（佐藤和則君） それでは、議案第152号の細部説明とさせていただきます。

  補正予算書の39ページ、40ページをお開きいただきたいと思います。

  それぞれ補正額が127万ということで、それぞれ歳入歳出に追加し総額を26億5,071万5,000

円とするものでございます。

  昨年同期との比較では9.6％の減、２億8,000万ほどの減という予算になっております。

  内容でございますが、41ページ、42ページをお開きください。

  42ページの歳出の部分で、人事異動や給与改定に伴う増加部分として総務費の関係科目にそ

れぞれ計上したものでございまして、その財源として41ページの歳入において事務費繰入金

として一般会計より繰り入れるものでございます。

  以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  質疑は歳入歳出一括で行います。

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは質疑に入ります。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第152号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第６ 議案第１５３号 平成２６年度南三陸町介護保険特別会計補正予算

                  （第２号）

○議長（星 喜美男君） 日程第６、議案第153号平成26年度南三陸町介護保険特別会計補正予

算を議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は、必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第153号平成26年度南三陸町介護保険特別

会計補正予算についてご説明申し上げます。

  本案は、歳入において一般会計繰入金を、歳出においては職員人件費及び介護保険料還付加

算金をそれぞれ補正するものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） それでは、詳細説明をさせていただきます。

  補正予算書の51ページ、52ページをお開きいただきたいと思います。

  まず歳入でございます。

  一般会計より319万5,000円を増額補正いたします。

  歳出でございますが、１款の総務費、それから３款の地域支援事業費、それから53ページで

ございます地域支援事業費のケアマネージメント事業費と全て人件費でございます。

  よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  質疑は歳入歳出一括で行います。

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは質疑に入ります。（「なし」の声あり）

ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）
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なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第153号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第７ 議案第１５４号 平成２６年度南三陸町居宅介護支援事業特別会計補正予

算（第１号）

○議長（星 喜美男君） 日程第７、議案第154号平成26年度南三陸町居宅介護支援事業特別会

計補正予算を議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は、必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第154号平成26年度南三陸町居宅介護支援

事業特別会計補正予算についてご説明申し上げます。

  本案は、歳入において一般会計繰入金及び繰越金を、歳出においては職員人件費をそれぞれ

補正するものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。保健福祉課長。

○保健福祉課長（最知明広君） それでは、詳細を説明させていただきます。

  補正予算書の62ページ、63ページをお開きいただきたいと思います。

  歳入でございます。

  繰越金が発生する見込みとなりましたので、繰越金で93万1,000円を増額いたしまして一般

会計繰入金を61万5,000円減額補正いたします。

  63ページの歳出でございます。

  職員共済組合の負担金として共済費を補正するものでございます。

  よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。
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  質疑は歳入歳出一括で行います。

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは質疑に入ります。（「なし」の声あり）

ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第154号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第８ 議案第１５５号 平成２６年度南三陸町漁業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）

○議長（星 喜美男君） 日程第８、議案第155号平成26年度南三陸町漁業集落排水事業特別会

計補正予算を議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は、必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第155号平成26年度南三陸町漁業集落排水

事業特別会計補正予算についてご説明申し上げます。

  本案は、歳入において繰入金を、歳出においては施設管理費をそれぞれ補正するものであり

ます。

  細部につきましては上下水道事業所長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。上下水道事業所長。

○上下水道事業所長（羽生芳文君） それでは、詳細について説明させていただきます。

  補正予算書72ページをお開き願います。

  歳入でございます。

  ４款１項１目繰越金でございます。平成25年度から26年度への繰越金について103万円増額
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補正をするものでございます。

次に、73ページでございます。

  １款１項１目漁業集落排水施設管理費103万円の増額補正をお願いするものでございます。

  内容といたしましては、11節需用費ですが袖浜浄化センターの原水ポンプの更新費用に不足

します９万8,000円を修繕費として増額するものでございます。

  それから13節委託料ですが、余剰汚泥運搬費の不足額として93万2,000円の増額補正をお願

いするものでございます。

  以上、詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  質疑は歳入歳出一括で行います。

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは質疑に入ります。（「なし」の声あり）

ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第155号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

  ここで、暫時休憩をいたします。再開は２時25分といたします。

     午後２時０７分  休憩

                                           

    午後２時２５分  開議

○議長（星 喜美男君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

                                           

     日程第９ 議案第１５６号 平成２６年度南三陸町公共下水道事業特別会計補正予算

                  （第１号）

○議長（星 喜美男君） 日程第９、議案第156号平成26年度南三陸町公共下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は、必要部分のみといたします。局長。
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     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第156号平成26年度南三陸町公共下水道事

業特別会計補正予算についてご説明申し上げます。

  本案は、歳入において一般会計繰入金及び繰越金を、歳出においては下水道総務費及び施設

管理費をそれぞれ補正するものであります。

  細部につきましては上下水道事業所長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、

ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。上下水道事業所長。

○上下水道事業所長（羽生芳文君） それでは、詳細について説明させていただきます。

  補正予算書の81ページをお開き願います。

  歳入でございます。

  ５款繰入金１項１目一般会計繰入金ですが、218万8,000円を増額補正するものでございます。

後にお話します歳出補正の分の不足額を補うためのものでございます。

  ６款１項１目繰越金でございます。平成25年度から平成26年度への繰越金について254万

6,000円補正をするものでございます。

  次に、82ページ。

  歳出でございます。

  １款１項下水道総務費１目下水道総務管理費27節公課費ですが、消費税の中間納付に不足し

ます128万円の増額補正をお願いするものでございます。

  次に、２款下水道事業費１項下水道施設管理費１目特定環境保全公共下水道施設管理費で

345万4,000円を補正するものです。

  内容ですが、11節需用費ですが歌津浄化センターへの水流入量の増加によりまして、設備稼

働時間が増加したことによります不足する動力費15万円を増額するものでございます。

  それから13節の委託料でございます。歌津浄化センターの余剰汚泥運搬費の不足額として

180万円の増額をお願いするものでございます。

  それから15節工事請負費でございます。これから設置いたします４カ所の汚水公共ますの設

置に要する工事費150万4,000円の増額をお願いするものでございます。

  以上で詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。
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○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑は歳入歳出一括で行います。

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは、質疑に入ります。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第156号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第１０ 議案第１５７号 平成２６年度南三陸町病院事業会計補正予算（第２号）

○議長（星 喜美男君） 日程第10、議案第157号平成26年度南三陸町病院事業会計補正予算を

議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は、必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第157号平成26年度南三陸町病院事業会計

補正予算についてご説明申し上げます。

  本案は、資本的収入において補助金を、資本的支出においては基金積立金をそれぞれ補正す

るものであります。

  細部につきましては病院事務長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。病院事務長。

○公立志津川病院事務長（佐々木三郎君） それでは、細部を説明させていただきます。

  補正予算書の87ページをお開き願います。

  資本的収入及び支出の収入におきまして、県補助金の第２期地域医療再生事業補助金として

1,100万円を計上し、支出として基金積立金を同額計上し、医学生２名に対する修学資金とし



２２９

て活用するものであります。

  以上細部説明とさせていただきますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑は収入支出一括で行います。

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは、質疑に入ります。14番三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 手元に配付されております損益収支状況なんですが、10月までのやつが

入っているんですが、11月のやつはどうなっているでしょうか。９月あたりまで大体毎月

3,000万ちょっとぐらいの赤字運営ということで、９月、10月だと4,000万円以上の赤字が発

生しているんですね。それで11月の状況はどうなのかなと。その営業収益あるいはその費用

の変動といいますか、変化はどのようになっておるのか。

○議長（星 喜美男君） 病院事務長。

○公立志津川病院事務長（佐々木三郎君） それでは、11月分の収益についてご報告申し上げま

す。入院の分でございますけれども、2,177万9,618円。それから診療所の分でございますけ

れども、2,393万8,118円。合計で4,571万7,736円というふうなことで、目標値が5,500万でご

ざいますけれども、若干下回っているというふうな状況でございますけれども、入院等現在

の段階で公立志津川病院の入院の定数が38でございますけれども、昨今の入院患者数が35程

度ぐらいの結構いい割合で推移しているといった状況でございます。米山の分が大体2,100万

でございますけれども、目標値が2,500万規定で、これで大体300万少ない状態。目標値の外

来の分につきましては、月額3,000万を目標にしてございますので、600万ぐらい少ないとい

う状況でございます。ただ、今回一応一般会計の繰入金が２億5,000万、それから人材流出防

止の県からの繰入金が今年度末で２億というふうなことの収入が見込めますので、相対的に

は累積債務が発生しないというふうな状況にはなってございます。なお、外来患者の目標値

の200人というふうな人数のクリアと入院患者の38名の確保等を図りながら黒字に向かってい

くような形で、累積債務の追加が発生しないような形で病院経営というふうなことで頑張っ

ていきたいと考えております。

○議長（星 喜美男君） 三浦清人君。

○14番（三浦清人君） 事務長の今お話されていたような11月の収支なんですが、これは公営企

業法で毎月これ出さなきゃならないことになっているわけね。きょうは今12月の12日なんで、

もう既に出ているだろうと思うんですよね、出さなきゃならない。だからそういうのをきち
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んとこの議会に出さなきゃなんないんではないかというふうに思います、私は。言われて言

うんじゃなく、その辺きちっとやっぱり事務処理をやっていただかないとね。町の毎年の一

般会計からの持ち出しが２億5,000万、県からも来るから黒字というか累積赤字には出されな

いというふうな話ですけれども、私そういう問題じゃないと思うんです。いかに患者さんに

多くおいでをいただいて、そしてその実益といいますか仕事をした上での収益というものを

果たさなければならないのが公営企業ですから。なんか県からくるから、赤字にはならない

からみたいな話にはならないと思いますのでね。これからはとにかく議会やるために、きち

っと毎月のやつは、今回間に合ったか間に合わないかわかりませんが、出していただきたい

と思いますよ。

  それから、赤字が当たり前みたいなこの感覚でずっときているような感じするので、もう少

し職員の方々にもやっぱりきちんと黒字に向けて努力をしていただきたいというふうなお話

も大事じゃないかと。これは町長からの話だと思いますよ、事務長だけに任せないで、そこ

には病院長というのもおりますけれども、ぜひ努力をしていただきたいというふうに思いま

す。終わります。

○議長（星 喜美男君） ３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ３番です。

  特別会計なんで、ちょっとこの資料には出てこなくて、先ほどの説明の中でインターン生と

いう話が２名分という話が出たんですけれども、これはインターンの先生のことなのか、新

しい学生のほうなのかその辺の説明をもう一度お願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 病院事務長。

○公立志津川病院事務長（佐々木三郎君） これは医学生の就学金の貸し付けというふうなこと

で、現役の大学院生に対する貸し付けというふうなことになってございます。その内訳は、

まず一時金が500万、これは入学時に500万。それから、月額25万というふうなことで、大学

院生ですと６年間というふうなことで、今回昨年度から貸し付けが始まりました１名の医学

生に対しまして300万。それから、今年度新規に貸し付けを行いました医学生に対しまして一

時金の500万と１年間分の300万というふうなことで800万です。２者を加えまして1,100万と

いうふうな金額になってございます。以上でございます。

○議長（星 喜美男君） 及川幸子君。

○３番（及川幸子君） 学生の件だということなんですけれども、でれあれば今12月ですよね。

去年であれば、もう500万出しているということなんですけれども。ことし３月に上がって多
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分来ていると思うんですよ、医学生ですから。それをなぜこの12月まで、この時期にしない

でもっと早い時期にその医学生の人たちが必要でなかったのかということなんです。なんで

ここまでずれ込んできたのか、説明お願いします。

○議長（星 喜美男君） 病院事務長。

○公立志津川病院事務長（佐々木三郎君） この貸付制度につきましては、町からの基金積み立

てというふうなことで5,000万の原資がございます。今回たまたま歳入として県から1,100万

入りましたけれども、貸し付けにつきましてはもう既に実施をしてございます。補助金が入

った段階で計上したというふうなことでございまして、決して遅れたというふうなわけでは

ないというふうなことでご理解を賜りたいと思います。

○議長（星 喜美男君） ほかに。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第157号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第１１ 議案第１５８号 平成２６年度南三陸町訪問看護ステーション事業会計

補正予算（第１号）

○議長（星 喜美男君） 日程第11、議案第158号平成26年度南三陸町訪問看護ステーション事

業会計補正予算を議題といたします。

  職員に議案を朗読させます。朗読は、必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第158号平成26年度南三陸町訪問看護ステ

ーション事業会計補正予算についてご説明申し上げます。

  本案は、収益的支出において人事異動等に伴う職員人件費を補正するものであります。

  細部につきましては病院事務長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決
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定賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。病院事務長。

○公立志津川病院事務長（佐々木三郎君） それでは、細部説明をさせていただきます。

  補正予算書の92ページをお開き願います。

  収益的支出の支出におきまして、人事院勧告に対する対応といたしまして、１目給与費に

148万1,000円の増額補正を行うものでございます。

  以上細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

  なお、質疑に際しては、ページ数をお示しの上、簡潔に行ってください。

  それでは、質疑に入ります。３番及川幸子君。

○３番（及川幸子君） ３番です。

  ページ数で、ここの関連でですけれども、今病院側としては長い入院をさせないで在宅のほ

うに皆回っている方が多くなっている昨今なんですけれども、ここにはその実績、実績とい

うものが資料として出ていないんですけれども、わかっている範囲でいいですので、この実

績の推移を先月でどのぐらいまで推移しているのか。お願いいたします。

○議長（星 喜美男君） 病院事務長。

○公立志津川病院事務長（佐々木三郎君） 訪問看護につきましては、目標値が500というふう

な回数で設定してございますけれども、実数としまして600を超えるような状況になってござ

います。訪問看護の収支からすると、今の段階で250万分ぐらいの黒字というふうなことで推

移をしておると、順調に伸びているというふうなそういう状況でございます。

○議長（星 喜美男君） ほかに。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

  なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第158号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第１２ 議案第１５９号 工事請負契約の締結について
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○議長（星 喜美男君） 日程第12、議案第159号工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。

  職員に議案を朗読させます。朗読は、必要部分のみといたします。局長。

     〔事務局朗読〕

     〔朗読文省略〕

○議長（星 喜美男君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第159号工事請負契約の締結についてご説

明申し上げます。

  本案は、東日本大震災により被災した小森ふ化場の建設工事に係る請負契約について、南三

陸町議会に議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例の規定に基づき、議

会の議決に付すものであります。

  細部につきましては担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決定

賜りますようお願いを申し上げます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明を求めます。産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） それでは、議案第159号について細部説明を申し上げます。

  議案参考資料（その２）の１ページをごらん願います。

  工事名は、平成26年度南三陸町小森ふ化場建設工事でございます。

  工事場所は、南三陸町志津川字熊田地内ということで、これは震災前にあった小森のふ化場

の位置と同様でございます。

  工事概要でございますが、延べ床面積1,625平方メートル。その内訳がその下に書いてござ

います。管理棟、資材庫棟、配水槽棟、それから飼育池という構成でございます。

  入札の実施の内容、それから契約の状況につきましては、記載のとおりでございます。

  その後ろに、地図とそれから図面をつけてございますので、施設の概要をご説明をさせてい

ただきます。

  施設位置はこの２ページの地図のとおりでございます。

  ３ページをごらん願います。

  文字が細かくて大変申しわけございません。数字が小さいものですから、ちょっと数字もつ

け加えて説明をさせていただきたいと思います。

  施設の左側大き目の赤いところが管理棟でございます。横幅最長が35メートル、縦幅で26メ

ートルの大きさでございます。水色が飼育池でございまして、横が41メートル、縦が23メー
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トルの大きさでございます。それから右下の赤いところが配水槽棟、それから右上の赤いと

ころが資材庫棟となってございます。

  その拡大した図面が４ページでございます。

  管理棟の平面図でございます。施設の機能といたしましては、停電時の対応の自家発電のほ

かに、衛生環境、労働環境に配慮した構造となっております。下部の箱が並んでいるところ

は、卵のふ化室となってございます。

  めくっていただき、５ページ目が飼育池の図面でございます。全体で500万尾を飼育できる

規模となってございます。

  以上、図面の説明とさせていただきますが、工期といたしましては契約上平成27年３月末と

いうこととさせていただいておりますが、年度末に明許繰越等させていただき、27年、来年

の９月までの工期として来年度のふ化放流事業に間に合わせたいと考えております。

  この施設の整備により、稚魚500万尾の飼育放流を確実に行うとともに、水尻川のふ化施設

と合わせまして、今後1,000万尾のふ化放流事業を実現し水産業の柱であるシロザケの資源管

理型漁業の確立により、当町の安定的な水産業発展を目指すものでございます。

  以上、細部説明とさせていただきます。

○議長（星 喜美男君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

５番村岡賢一君。

○５番（村岡賢一君） ふ化場の建設がようやく始まるわけでございますけれども、これまで震

災でふ化放流がなかなか思うようにできなかった現状がございますので、漁師の方々は大変

心配しているわけでございます。そういう中で臨まれるこのふ化場の建設ということで、そ

れを待っている方々には大変この朗報だということでございます。これにあわせて、もう1カ

所のふ化場も建設されるということでございますので、来年のふ化放流には間に合うように、

とにかく頑張ってもらいたいと思いますが。その中で、ふ化場のないような状況が今あるわ

けでございますので、ことしの遡上ということでどれほど遡上があったのか、そして遡上さ

れたその卵はどういうふうに管理されているのかちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 遡上ということですが、まずもって捕獲の状況からちょっとご

説明をさせていただきたいと思いますが。現在、水揚げの状況的には10日現在で1,800トンほ

どでございます。これは昨年度と比べてマイナス300トンの状況です。売り上げのほうでござ

いますが、現在８億2,000万ほどの水揚げ高となっておりまして、これは昨年同期と比べて逆
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に伸びておりまして112％の状況でございます。実は単価的に現在平均で見ますと、453円キ

ロ当たりということで、去年345円でしたので1.3倍ぐらいの高値で取引されているというよ

うな状況でございます。その遡上の状況となりますと、実はことし網揚げのご協力もお願い

したところなんですが、なかなかご協力もいただけない状況が１つはございましたが、実際

それにかかわらず、やはり震災の年の稚魚が戻ってくる年という意味では、４年魚が戻って

くるという年で、なかなか志津川湾内いわゆる川に遡上する部分のサケそのものが非常に少

ない状況になっております。通常のそのふ化放流に耐えれない状況ということで、やはり当

初心配したような状況にありまして、現在北上川のほうでの淡水組合のほうにお願いいたし

まして、南三陸町として必要な採卵とふ化事業を実施しておりますので、最終的には当初計

画の目標にあわせてふ化放流ができる計画と、見通しというようなことでございます。

○議長（星 喜美男君） ５番村岡賢一君。

○５番（村岡賢一君） この川に幾らくらい、ことし遡上したのか、その数とですね、その北上

川の淡水にお願いしているということでございますけれども、池のない状態の中で、という

ことは稚魚としてこの南三陸町の河川に持ってきて放流するというお考えなのか、それをお

聞きしたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 済みません。具体的な今上っているところの数値資料手元にご

ざいませんので、具体的には申し上げることはできないんですけれども、全体の必要数とい

いますか町の計画からすれば、１割とかそういった規模の範囲の状況というふうに認識して

おります。したがいまして、それで足りない部分については北上川の淡水のご協力をいただ

くという形になろうと思います。よろしくお願いします。

○議長（星 喜美男君） ５番村岡賢一君。

○５番（村岡賢一君） ということは、ほとんどその北上川から必要なだけを譲ってもらって放

流するという考えのようでございますけれども、やはり私たちも津波の年からちょうど帰っ

てくる年なんですけれども、魚が小さい魚で津波にあったので、かなり生き残っている可能

性があるんじゃないかと期待はしていたのですが、やはり予想どおりそういう影響がかなり

あったということでございました。もちろん海でとれたということは、南三陸町に帰ってく

る魚だけでなく沖合でとれたということでございますので、データ的にははかり知ることは

できませんけれども、私が心配しておりますのは、やはりこの来年、再来年、３年、４年と

かかって帰ってくる魚でございますので、来年、再来年が大変心配されております。ことし
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放流しても帰ってくるのは４年後ということでございます。ここから３年間が、大変漁師さ

んたちにとっては厳しい年を迎えるのではないかと心配しております。そんないろいろなこ

の先行き不安な状態がございますので、どうかこのふ化放流はしっかりと事故のないように

放流をしていただいて、それからいろいろなこれからそういう不漁の年が訪れる可能性もご

ざいますので、このあたりをしっかりとやはり町当局もお考えいただいて、漁師が安心して

次の漁に取りかかれるような施策、考え方、ご指導をお願いしたいと思いまして終わります。

○議長（星 喜美男君） ほかに。８番佐藤宣明君。

○８番（佐藤宣明君） ふ化場の建設につきましては、今前者が申し上げたように、非常に我が

町の漁業にとって重要な事業というか、根拠になるわけでございます。それで、小森ふ化場

建設工事、これ非常に喜ばしい限りでございますが、一方水尻川現在あるわけでございます

が、いわゆる既にバック堤方式、バック堤河川改良、上流端から始まっております。したが

って今後の水尻川のふ化場の形がどうなるのか。

  それから27年の放流に間に合うよというような作業工程のようですが、その作業といわゆる

工事の形と、いわゆる放流事業、その辺の調整をどのようにしていくのか、その辺慎重にや

っていただきたいなと思うんですがいかがですか。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 27年度のふ化放流に間に合わせるというのは、実はといいます

か小森の部分として説明をしたつもりなんですけれども、実は水尻のほうはこれから河川堤

の工事の中で、現在のふ化場の位置とちょうどかぶってしまいます。それで、今回補正予算

でとりあえず設計の部分の費用を取らせていただいているのは、この後河川堤でその施設が

使えなくなった後に申請しようと、県のほうに、県の予算でつくっていただこうと今働きか

けをしているんですけれども、それは28年度の完成、それから施設利用になろうと思います。

来年度は現在のその施設を使って、そのふ化場の利用の間と間に工事をうまく組み合わせて

いくというような、そういった流れの中で南三陸町として放流すべき1,000万尾を確保してい

こうと、そういう計画と手順になってございます。

○議長（星 喜美男君） 佐藤宣明君。

○８番（佐藤宣明君） その現在の水尻川のふ化場、移設場所は決まっているんですかね、その

移動する場所というか、新しく設置する場所。

  それから、上流端からここ始まっておりますので、非常に何ていうんですか、河川もいわゆ

る狭隘になっていますし、環境も悪いと、まさしく放流事業には厳しいような環境になって
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おるわけですね。したがって、その辺のバック堤の河川改良も相当時間がかかるでしょうか

ら、そこら辺の調整を県のほうと十二分に話をしながら調整して、なるべくいい環境で放流

をしていただきたいというふうに思います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 移設場所も含めて、おおむねの位置は検討済みなんですけれど

も、確定させるという部分では協議中でございます。そして議員ご心配のとおり、やはり課

題となる部分は水源の確保ということで、実際その水源調査をしてみたところ、やはりかな

り上流部のほうからも引いてこないと十分な水量が確保難しいような状況がございますので、

それらやはり安定的に施設運営するために慎重に協議しながら、調査しながら進めてまいり

たいと思います。

○議長（星 喜美男君） ９番阿部 建君。

○９番（阿部 建君） 色の違いが眼鏡が合わないので、字が見えませんので、関連で伺います。

前者も伺い、質疑いたしますけれども、ことしのこの秋鮭漁の関係ですけれども、量的には

1,800トン、去年より300トン少ないと。しかし金額では去年を増しているんだというような

答弁であります。恐らくもうほぼ終了だろうと思いますが、その辺は今後時期的にまだ漁期

があるのか、これからもくるのか。

  それからですね、サケは刺し網、定置網、角網この３種類で漁をします。３種類でね。その

区分が、もしわかるとするならば教えてもらいたい。定置網さ何トン、刺し網ができれば何

トンぐらい、船が出てその刺し網の分が定置網と比較してどういうものかなと、角網がどう

ふうものかなと、こういうふうに。私はね山のほうだから、海に興味を持っているもんだか

ら、いろいろお伺いしたいと。

  それから、この志津川、水尻川関係、非常にサケの遡上が少ないというのを聞いております。

それで、ことしのそのサケの遊泳といいますか、そのような内容を課長は何か把握している

のかどうか。例えば、専門家さ言わせると、津谷川あるいは馬籠川、２級河川ね。あそこに

はどんどん来ているんだと。しかし、馬籠川からこの南のほうには余り来ない。専門家の話

です。そういうようなことを言われているものですから、それらその水揚げの内容が一体ど

うなっているんだろうなと。

  それから前者も話したように、果たして来年、再来年、どのように変化出てくるのか。志津

川の魚市場はサケが８割とか９割と。そういうような内容でありますので、非常に注目すべ

きところだと。
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  それから、この図面を見ていきますと、約1,000平米、総面積ね。池は900幾らでしょう。そ

ういうことで500万粒、もっとこのぐらいの面積あれば、もっともっとできると思うんですよ。

それらをちょっと今後検討する必要があるんじゃないかと。どなたが設計したかわかりませ

んがね。私、小泉の今言った馬籠川のふ化場にちょこちょこ寄っていろんなことを聞くんで

すがね。あそこは２億2,000万で震災前につくったんですけれどね。1,200万粒もう終わって

います。そして、思ったよりもどんどんサケがきているんだと。それでどうにもならないか

らそっちこっちに上げたいうような現状のようです。それで、その辺も北上川にいっぱいあ

ればいいんですけれど、その辺も現にそういうことでもう数量が終わっていますから。予定

数量がね。小泉川からいただいたほうがいいんでないかなと思いますがね。その辺の内容説

明をお願いします。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） １点、カクタアミっておっしゃいましたでしょうか。以前の議

会でもこの網の形状について議員からご質問いただき、私なりにちょっと調べてみたんです

が、どうもそのような名称では呼んでなくて、恐らくという中で水産事務所のほうから確認

したのは、その議員おっしゃる部分のカクタアミというのは定置網の小型定置のタイプでな

いかというようなアドバイスをいただきましたので、通常の大きな網を決まった場所にずっ

と広げて行う定置の中のやや小型のタイプのものがそれだと思います。それから刺し網の漁

と、刺し網は定置に比較すれば全く小さなタイプになってくるわけですけれども、定置網の

ほうと比較すれば漁師といいますか漁業者の数ははるかに刺し網のほうが多いような状況に

ございます。ただ、収量とすれば定置のほうが大きいということですね。

  それで、漁期とすれば定置のほうは終わっておりまして、これから３月あたりまで刺し網の

ほうが続くというふうに聞いております。ですので、水揚げはまだこの先も続くということ

になります。

  馬籠川、それから小泉川の遡上のほうは非常に順調だったというようなお話のようでござい

ますが、当町とすればやはり放流前の状態でふ化場の中で津波を食ってしまった稚魚たちの

生存率が相当低かったというふうに認識しておるところでございます。小泉川のほうの漁期

も終わってこれからの分、分けてもらったらばというようなご助言もありますが、北上川の

ほうで必要数量、予定数量こちらも確保いたしましたものですから、ことしの計画において

はその稚魚を活用させていただきたいというふうに思っているところでございます。よろし

くお願いいたします。
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  済みません。定置と刺し網の収量の割合についてご質問いただいた資料を申しわけございま

せん。ちょっと手元に今持ってきておりませんが、向こうでは把握をしてございます。ちょ

っと済みません、記憶がございませんので、いずれ。量的には、刺し網は例年ベースで、定

置網は例年と比べると８割程度の数量だというようなことまでは今資料として持っておりま

すので、よろしくお願いします。

○議長（星 喜美男君） 阿部 建君。

○９番（阿部 建君） ８割が定置網。（「去年と比べて定置は８割程度です」の声あり）そうす

ると、角網って新聞に上がっているんです、そういうふうに。そうするとそれが違うんだ。

私ほら、山手のほうであんまり詳しくないからね。海の方はわかっているかもわかりません

がね。新聞にはそういうふうに区分されて刺し網、定置網、角網ってこういうふうに３通り

に。それで、その日によっては刺し網が非常に多い日もあれば、定置網が多い日もあります。

そのような中で、私はそんなに違わないんじゃないかなと、恐らく刺し網かなんかで金額出

るんじゃないですか。それわかりませんか、大体その刺し網できる漁師の方々ね、わかれば

その辺。

  それから、非常に泳いでいるのを見たわけじゃないから、どう泳いでいるか、遊泳の内容は

わからないでしょうが、しかし大事なことなんです。今まで遊泳していた、遊泳の、早く言

えばサケの道路ですから、その道路が変わればサケが来ないんですから。この志津川の水尻

にも八幡川にも。ところが、南のほうには結構来ている。そういう関係で非常にその辺が心

配されるなと思って、それで私はそういうことを聞いているんです。とにかく、南以南には

余り来ないんだと。それは沖でしょう。恐らく刺し網のほうは、沖のほうで刺すから入るん

だというようなことですので、定置網を行っている家が何軒ほどあるのか、恐らく定置網の

方々は量が少ないんじゃないかなと思って心配していますがね。それでそういうあれを聞い

ているわけです。その遊泳などその辺もやっぱり課長勉強するのがいいんじゃないかと思い

ますが。まあいいです。終わります。

○議長（星 喜美男君） ７番髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） 今の説明で、放流1,000万尾と、目標ですね。それで1,000万尾をふ化す

ると。この歩留りというのは、どういうものなんでしょうね。サケのね。それでこの設計の

この飼育能力といいますか、それは何ぼぐらいの計算で設計しているのか、その辺をお聞か

せいただきたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。
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○産業振興課長（高橋一清君） 歩留りは回帰率ということでお答えしてよろしいでしょうか。

卵から放流するまでの割合という部分では、大体当町では75％から80％の間ぐらいを目標にして

ございますが、一般的にはやっぱり70％を超えれば好成績だというふうにされているそうでござ

います。割合当町的にはこれまでそういう意味では、一般よりもいい成績で歩留りしていたのか

なというふうに思います。

  あと施設規模ですけれども、前の議員さんからもお話ちょっと触れまして回答し忘れました

が、規模的にはおっしゃるとおり500万尾といいながら、水尻でかっちり500万、小森でかっちり

500万ということはなかなか現実いきませんので、そのある程度そちらのそれぞれのぶれが吸収

できるぐらいの規模ということで、それから現実的にはもう１つ要因がありまして、震災前あっ

た水戸辺川の部分も含めて小森のほうでふ化するというようなことに計画しておりますので、そ

ういった意味では従前の被災前の面積より40％ぐらい大き目に、1.4倍ぐらいの大きさに、プー

ルの大きさ、水槽の大きさが計画されてございます。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） ちょっとずれたようですがね。私が言ったのは、1,000万粒から尾に要

はふ化されると。卵からね。じゃなくて、その1,000万尾もをそのまんま放す場合に、どれだ

けそのとまるかということを言っているの。1,000万尾つくって、放流するときに1,000万尾

全部それが生きているのかということ。その歩留りを聞いたんです。それはわからないです

か。まあ、それをだんだんにそれまでわかるような技術をしないと、なかなかその計画する

のはずさんなものになってしまいますから。

  それでその足りない分は、ほかから買うんだと、調達してもらうんだと。それで先般、その

網揚げの協力の部分で、何か業者の方々から買ったほうがいいんじゃないかとか、やっぱり

ここでつくったほうがいいんじゃないかというような、その賛否が出たようでありますが。

その辺あたりのその考え方というのは、担当課として今後この事業を継続していく上で、ど

のようにそれを捉えているか、お聞かせ願いたいと思います。

○議長（星 喜美男君） 産業振興課長。

○産業振興課長（高橋一清君） 今の水揚げ状況や、単価の高騰などの状況などを考えますと、

漁師さん方にしてみれば津波で南三陸町で放流できなかったにもかかわらずこれだけのサケ

がとれている現状からすれば、南三陸町で網揚げしなくてもとれるんじゃないかというよう

な、そういた視点が１つございます。もちろん地元企業への影響も考えて、できるだけこと

し分はとれるだけ海でとりたいというようなお話だったようでございます。ただやっぱり資
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源管理の考え方からしますと、その河川で放流したものだけその海でとれているわけではな

くて、実際はお互いの河川の中で放流したものが広く遊泳して、お互いに助け合って収穫量

といいますか漁獲量を確保しているというふうに認識しております。宮城県として5,000万尾

の放流計画がありまして、そのうちの1,000万分を南三陸町が担うという役割の位置づけにな

っております。したがって、単にそれぞれの河川で放流して回帰率幾らということが単純に

は言えませんし、それからその年、その年でも相当回帰率に動きがありますので、その放流

した河川イコールそこに戻ってくるサケという考え方ではなくて、宮城県ないしは東北、広

く言えば日本全体でその放流尾数を管理調整しながらお互いの海でとれるものを確保する、

それを指導していきたいというふうに考えております。

○議長（星 喜美男君） 髙橋兼次君。

○７番（髙橋兼次君） いずれにしても、この全国的にサケの需要というのが伸びてきているよ

うであります。それでこれから有望視される魚種でもあると思いますので、これからどんど

んと順調にきた放流事業が津波によって寸断されたというような状況ではありますが、一日

も早い復興を成し遂げるように努力していただきたい。強いて言えば、何年か前にも言った

ことがありますが、頭のいいサケをつくっていただきたいと、横寄しないで帰ってくるサケ

をですね、これを多くつくってもらいたい。以上です。

○議長（星 喜美男君） ほかに。（「なし」の声あり）

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。

  これより討論に入ります。（「なし」の声あり）

なければ、これをもって討論を終結いたします。

  これより議案第159号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

                                           

     日程第１３ 請願１２の１ 東日本大震災被災者の医療費一部負担金免除及び介護保

険利用者負担の減免を、被災市町村の負担によらず継

続するための財政措置を求める意見書提出についての

請願書

○議長（星 喜美男君） 日程第13、請願12の１東日本大震災被災者の医療費一部負担金免除及
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び介護保険利用者負担の減免を、被災市町村の負担によらず継続するための財政措置を求め

る意見書提出についての請願書を議題といたします。

  お諮りいたします。

  請願12の１については、民生教育常任委員会に付託し閉会中の継続審査とすることにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、請願12の１については民生教育常任

委員会に付託し閉会中の継続審査とすることに決しました。

                                           

     日程第１４ 閉会中の継続調査申出について

○議長（星 喜美男君） 日程第14、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。

  総務常任委員会、産業建設常任委員会、民生教育常任委員会、議会運営委員会、議会広報に

関する特別委員会、議会行財政改革に関する特別委員会、三陸縦貫自動車道建設促進に関す

る特別委員会、東日本大震災対策特別委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に

配付しておりますとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

  お諮りいたします。

  各委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、各委員会から申し出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決しました。

  お諮りいたします。

  本定例会に付された事件は、全て終了いたしました。よって、会議規則第７条の規定により、

本日をもって閉会したいと思います。

  これにご異議ありませんか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（星 喜美男君） ご異議なしと認めます。よって、本定例会は本日をもって閉会するこ

とに決定いたしました。

  ここで、町長より挨拶がありましたら、お願いいたします。佐藤町長。

○町長（佐藤 仁君） それでは、12月定例会の閉会に当たりまして、私から議員の皆様方に一

言御礼を申し上げさせていただきたいと思います。
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  12月９日に開会をいたしました。12月定例議会、きょうで実質４日目になりますが全議案、

議員の皆様方の慎重なご審議のもとにご承認を賜りましたこと、こころから厚く御礼を申し

上げさせていただきたいと思います。本当に年をとると月日のたつのが大変早いもので、つ

いこの間お正月と思っておりましたら、ことしもあと20日で平成26年も終了ということにな

りました。町民の皆さん方、被災した町民の皆さん方、まだまだ復興が進まないと思いなが

ら、気持ちを持ちながら日々お過ごしでございますが、しかしながら議員の皆様方のご協力

をいただきまして、町の防災集団移転促進事業あるいは災害公営住宅、そしてまた隣には病

院が今鋭意建築中でございまして、来年の10月末には完成の運びということになります。そ

してまた戸倉小学校の建築につきましても、来年の２学期から子供たちが戸倉に帰って元気

に勉強できると、そういう環境が徐々にでありますが整ってまいります。ことしの４月22、

23日に天皇皇后両陛下が行幸啓でお越しをいただきまして、この震災以降南三陸町に２回足

を運んでいただきました。もう本当にことしも行幸啓でお越しいただきまして、南三陸の町

民の皆さん大いにお力をいただいたものというふうに思っております。そういった我々も多

くの方々のご支援をいただきながら、この３年９カ月歩いてまいりましたので、来年もまた

皆さんと一緒に力を合わせながら頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申

し上げたいと思います。なお、年末年始どうぞ議員の皆さん方には健康に十分ご留意をいた

だいて、よい年をお迎えいただきますようにお願いを申し上げまして私からの御礼の挨拶に

かえたいと思います。

  大変ありがとうございました。

○議長（星 喜美男君） それでは、私からも一言挨拶を述べさせていただきます。

  ４日間にわたっての12月定例会大変ご苦労さまでございました。またこの週末は寒波が襲来

しそうでございます。どうか体調管理をしっかりなされまして、一日も早い復興が加速され

ますよう今後の議会活動にさらにご尽力をくださいますようにお願いをいたしまして挨拶と

かえさせていただきます。

  これで本日の会議を閉じます。

  これをもちまして、平成26年第12回南三陸町議会定例会を閉会いたします。

  大変ご苦労さまでございました。

     午後３時２５分  閉会


